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「協約」締結 40 周年記念集会報告書
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讃美歌
説  教
祈　祷
聖餐式

献  金

讃美歌
祝　祷
後　奏

詩編	 　133 章 1 節〜 3 節
韓日讃頌歌　25（면류관 벗어서／小羊をばほめたたえよ！）

申命記　７章６～８節
聖書朗読　（KCCJ）鄭詩温
　　　　　（UCCJ）日下部遣志
司会者
関西連合聖歌隊	  「集う我らは」

「共に歩み続ける神の民」  雲然俊美
説教者
張慶泰　藤盛勇紀
配餐	 （KCCJ）崔美恵子、梁陽日
	 （UCCJ）岩田昌路、田中かおる
	 （KCCJ）高慶美、金秀生  
	 （UCCJ）戸田奈都子、宮本義弘（祈祷）

韓日讃頌歌　	 475（인류는 하나 되게／われら主にある）
説教者

申大永 副総会長
雲然俊美 総会議長

金必順 牧師

司会
説教
奏楽
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記念礼拝説教

１．宣教協約締結 40 周年
　本日、このように、在日大韓基督教会と日本基督教
団の宣教協約締結 40 周年記念集会をもつことができる
ことを、本当にうれしく思います。
　在日大韓基督教会と日本基督教団は、1984 年 2 月
8 日、「それぞれの教会の歴史とその独自性にたって、
より深い教会的交わりと宣教協力関係を樹立する」た
めに、協約を締結しました。私は、ちょうどこの年、
1984 年 3 月に東京神学大学を卒業し、秋田県にありま
す秋田楢山教会の副牧師として赴任いたしました。で
すから、その年の 5 月に開催された奥羽教区総会にお
いて、この宣教協約締結のことが報告されたことを記
憶しております。
　しかし、大変申し訳ないことでありますが、その後、
その協約に基づいた宣教協力の歩みがどのように進め
られているのかということについては、あまり注目を
しておりませんでした。その理由としては、奥羽教区
において、在日大韓基督教会の教会である青森県三沢
市の三沢教会と、岩手県北上市の北上ベテル伝道所の
二教会との交流の機会を十分にもつことができなかっ
たということがあります。もちろん、両教会の牧師を
教区総会にお招きし、ご挨拶をしていただいたり、教
師のセミナーの際には参加を呼びかけたりはしており
ます。しかし、それぞれの教会の事情もあって、十分
に交わりをもつことができないでいたことは反省すべ
きことであると思っております。

２．宣教協約の内容の確認
　このようなことを思う時、改めて、宣教協約の内容
を、短く確認をしたいと思っております。
　協約の内容は 3 点あります。1 点目は、両教会は、
「それぞれの職制と聖礼典を相互に認める」です。今
日は、ここで聖餐式が執り行われます。この、まさに
共に聖なる公同の教会に連なる教会であることを明確
に示し、証しするものが聖餐式です。ここに、両教会
が、主の食卓を共に囲む公同教会であることを確認し、
共に喜びたいと思います。

　2 点目は、「可能な限り各方面での宣教協力を約する」
です。このことについては、1988 年に開催された第 10
回日本基督教団と在日大韓基督教会との宣教協力委員
会で確定した「宣教協力にあたっての指針」に、その
具体的な内容が記されています。
　そこには、両教会の総会に、それぞれの代表を招く
ことや、『教団新報』や『福音新聞』でそれぞれの教会
の動向を知らせることなどのほかに、「教区、地区（支
区）と地方会の協力」とのことが掲げられています。
今日も、日本基督教団の各教区から、および、在日大
韓基督教会の各地方会から出席してくださっておられ
ます。このように、共に集い、顔を合わせること、また、
それぞれの地域における宣教協力の実を結ぶために共
に祈り、協力をすることこそが、この宣教協約の大き
な意義です。
　そして、協約の 3 点目が、「在日韓国・朝鮮人の人権
問題へのとりくみについての協力」です。私は、この
ことは、両教会の宣教の幅を広げるものであると受け
とめております。
　先程お話ししましたように、私は、この宣教協約が
締結された年に神学校を卒業したので、この宣教協約
締結に至るまでの苦労を、諸先輩からお聞きし、尚且
つ多くの資料から学びました。そして何より、先年亡
くなった金健牧師とは、神学校の同級生で、神学校で
の学びと学生寮で、ほぼ 6 年間共に過ごしました。そ
の交わりの中で、私は、在日韓国・朝鮮人に関わる人
権問題を知るに至りました。
　それで、秋田県には在日大韓基督教会の教会があり
ませんが、秋田に赴任してすぐに、アジア・太平洋戦
争の際に、日本に連れて来られ、過酷な労働を課せら
れた歴史を掘り起こす市民の活動に加わりました。歴
史の掘り起こしと言えば、昨年の宣教協力委員会で、
関東大震災の際の朝鮮人虐殺の歴史についてあらため
て学ぶことができたことも意義深いことでした。
　このような歴史は日本の各地にあり、その他、在日
外国人の指紋押捺拒否裁判支援や就職差別問題への取
り組みなど、教会がそれらの取り組みと関わりをもつ

『共に歩み続ける神の民』

説教 雲然俊美 総会議長
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際、この宣教協約は大きな後ろ盾となっていることを
思います。

３．40 年間の荒れ野の旅
　協約の内容を短く紹介するつもりが大変長くなって
しまいました。宣教協約締結後、両教会は宣教協力委
員会の開催を継続し、今はもっておりませんが、歴史

共同委員会開催のほか、いろいろな場面で協力関係を
維持してきていることは本当に感謝です。
　そして、この 40 周年を迎えて私は、両教会の宣教協
約の推進は、いよいよこれからであるとの思いをもっ
ております。私は、2014 年に在日韓国 YMCA で開催
された協約締結 30 周年記念集会に出席しております。
それは東日本大震災後の、両教会ともいまだ混乱が続
いている中で、30 年間の歩みを振り返って評価する
声もあれば、批判的な声もありました。また、これか
らの両教会の共働が大事であるとの発題もなされまし
た。私は、それらのいずれの意見や発題もその通りで
あるとの思いをもって聞きました。30 年で何かを成し
得たということを話し合ったのはありません。私たち
の宣教協力の歩みは、常に途上にあり、その歩みを中
断してはならないということです。
　おそらく、皆さんが、「40 年」と聞いて、すぐに、モー
セによって率いられて、エジプトを脱出したイスラエ
ルの民の 40 年の旅路のことを思い起こされるのではな
いでしょうか。その 40 年の旅路は、神さまが約束され
た地にイスラエルの民が到達するのですが、そこで何
よりも大事なことは、イスラエルの民にとって、その
40 年の旅路が必要であったということです。それは、
ただ主なる神さまのお支えとお導きにゆだねるしかな
い、過酷な旅でありました。けれども、その旅路のた
だ中で、主なる神さまは、イスラエルの民との契約を
結ばれました。その中心となったのが「十戒」です。
イスラエルの民は、困難な旅路の中で十戒を与えられ
神の民としてのアイデンティティを確認し、神と契約

を交わした民としての歩みを続けました。それはま
た、イスラエルの民が、十戒をはじめとする契約によっ
て守られた歩みであったということでもあります。

４．神に愛され、選ばれた民として
　ところで、今、何度もイスラエルの民と申し上げま
したが、旧約の研究者は、出エジプトの最初から、イ
スラエルの民が存在したのではなく、40 年の旅路を歩
む中で、イスラエルの民として形成されたのだと述べ
ています。私は、そのことにとても心がひかれます。
というのは、出エジプト記 12 章 37 節以下（新共同
訳）にこのように書かれているからです。「イスラエル
の人々はラメセスからスコトに向けて出発した。一行
は、妻子（妻と子ども）を別にして、壮年男子だけで
およそ 60 万人であった。そのほか、種々雑多な人々も
これに加わった。」。私は、この「種々雑多な人々」（聖
書協会共同訳では「雑多な人々」）が加わっていたと
いうことに、大きな励ましを与えられております。出
エジプトを果たし、約束に地へと入ったのは、イスラ
エルの人々だけではなかったということです。おそら
く、その人々は、さまざまな民族などの、いわゆるマ
イノリティの人々であったことと思います。そして、
主なる神さまは、そのような人々をも、出エジプトの
民として加えてくださったということです。
　そもそも、イスラエルの民からして、それはマイノ
リティの存在です。そのマイノリティ集団の中に、さ
らにマイノリティを抱え込んでいたわけであり、それ
が、神の民を形成していたということです。
　主なる神さまは、そのような民を、ただ愛によって
召してくださいました。先程お読みいただいた申命記
7 章 6 節以下です。「あなたは、あなたの神、主の聖なる
民である」。7 節「主が心引かれてあなたたちを選ばれ
たのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かった
からではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱で
あった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あな
たたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は
力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプト
の王、ファラオが支配する奴隷の家から救い出された
のである」。
　在日大韓基督教会も、日本基督教団も、この日本に
おいてはまったくのマイノリティです。けれども、主
なる神さまの愛によって選ばれ、導き出された教会で
す。主イエス・キリストの十字架の死による罪の贖い
の福音を宣べ伝える教会です。「あなたがたは行って、
すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子
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と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなたがたに
命じておいたことをすべて守るように教えなさい」（マ
タイ 28:19 ～ 20）との主の宣教命令に従って歩む教会
です。
　今後も、それぞれの教会の種々雑多性をも、主なる
神さまが、神さまのみわざのために用いてくださるこ
とを信じ、共に喜びたいと思います。そのようにし
て、一つの神の民とされて歩みを進めてまいりたいと
願います。
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閉会礼拝

前　奏
招　詞
聖　書
祈　祷
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祈　祷
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韓日讃頌歌　507（저 북방 얼음 산과／北の果てなる）
マルコによる福音書　16 章 15 節
司会者

「世界を抱いて宣教する教会」　梁栄友
説教者
韓日讃頌歌　2（찬양 성부 성자 성령／父・子・聖霊の）
説教者

黒田若雄 総会書記
梁栄友 総会長

金必順 牧師

司会
説教
奏楽
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閉会礼拝説教 

　本日は日本基督教団と在日大韓基督教会との宣教協
約締結 40 周年記念集会を心よりお祝い申し上げます。
　このように集会を持つことが出来たことを神様に感
謝します。この度、お集まりいただいた両教団の関係
者と信徒の皆様に心から御礼を申し上げます。
　日本基督教団と在日大韓基督教会、両教団がこれか
ら宣教協約の意味を深く理解し、互いに日本宣教と世
界宣教の新たな出発を決心する日になればと願ってい
ます。
　さて、福音のために喜んでいる聖徒の姿はとても美
しいでしょう。クリスチャンの生活とは、常に喜びに
満ちた生活です。聖書には「喜び」という言葉が数え
切れないほど出てきます。
　使徒パウロは「いつも喜びなさい。」（Ⅰテサロニケ 5
章 16 節）、 「では、わたしの兄弟たち、主において喜び
なさい。同じことをもう一度書きますが、これはわた
しには煩わしいことではなく、あなたがたにとって安
全なことなのです。」（フィリピ 3 章 1 節）と勧めていま
す。このように「喜び」というのは聖書のテーマであ
り、教えでもあります。
　またヨハネによる福音書 15 章 11 節は「これらのこ
とを話したのは、わたしの喜びがあなたがたの内にあ
り、あなたがたの喜びが満たされるためである。」と記
載してあるとおり、私の喜びはイエス様の喜びですが、
イエス様の喜びは神の愛の中で得られた喜びです。同
時に、聖徒の喜びはイエス様の愛の中で得られる喜び
です。つまり、私たちの喜びがイエス様の愛の中で享

受する喜びでなければならないということです。
　ところが、多くの聖徒は信仰生活の喜びを見失って
生きています。喜びを失ってしまうと、代わりに不平
や恨みがでできます。感謝と賛美は消え、いらいらし、
不満や不平が溢れ出ます。そんな信仰生活は、どれほ
ど大変で難しいことでしょう。ですから、信仰生活の
喜びと楽しさを取り戻すことが何よりも大切です。
　では、どうすれば失った信仰生活の喜びと楽しさを
取り戻すことができるのでしょうか。方法がありま
す。その方法は、自分の心の荒れた畑を耕し、再び福
音の種を植えることです。
　聖徒の信仰生活も同様です。福音の種がよく育ち、
30 倍、60 倍、100 倍の実を結んでいる方もいれば、福
音が見当たらないほど、様々な世俗的な雑草に絡まっ
て生きている方もいます。この世の雑草に絡まって生
きていませんか。福音が植えられたにもかかわらず、
育っている間に手入れをせず、雑草に覆われ、福音の
実を結んでいないのではありませんか？　福音の実で
ある喜びを発見できないなら、もう一度福音の種を蒔
かなければなりません。福音とは何でしょう。福音は
嬉しい知らせです。何が良い知らせでしょうか。死者
が生き返ることです。 滅びるべき者が救われることで
す。
　ヨハネによる福音書 3 章 16 節には福音の核心を紹介
するみ言葉が記載されています。「神は、その独り子を
お与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じ
る者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」
そして、この福音はすべての信じる者に救いを与える
神の力です。福音が植えられると、救いの喜びと感動
で満たされるのです。神の愛と恵みの感謝が告白され
るのです。これが福音の実です。
　ローマ書 1 章 17 節にはこう書いてあります。「福音に
は、神の義が啓示されていますが、それは、初めから
終わりまで信仰を通して実現されるのです。「正しい者
は信仰によって生きる」と書いてあるとおりです。」
　植えないと刈り取ることもできません。ですから、
福音を再び皆さんの心の畑に植えてください。そうす

『世界を抱いて宣教する教会』

説教 梁栄友 総会長
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れば、福音の芽が成長し、100 倍の実を刈り取ることが
できるようになります。そして、福音の喜びと感動を
回復し、福音の力によって神様の救いの恵みを喜びな
がら生きる祝福された聖徒になりましょう。
　今日の聖書箇所には「あなたがたは、全世界に行き、
万民に福音を宣べ伝えなさい」と書かれています。こ
れは、主が復活された後にユダを除いた 11 人の弟子
たちが食事をしているところに現れたときのみ言葉で
す。時期的には復活された後、昇天される直前のみ言
葉です。つまり、主の遺言のような言葉であり、主が
最後に下さった地上命令です。
　このみ言葉を日本基督教団と在日大韓基督教会に与
えれたみ言葉として受け入れたいのです。主が弟子た
ちに最後に残したかったみ言葉はたくさんあったはず
です。しかし、主はこのみ言葉だけを強調されました。 
それで、このみ言葉だけは必ず守ろうとしました。こ
のみ言葉は今日の私たちにも与えられた命令です。私
たちも主の弟子だからです。他の命令も守らなければ
なりませんが、この命令は必ず守ろうと努力しなけれ
ばなりません。
　福音宣教は主の命令です。私たちが研究して議論し
て、その仕事が正しいと判断したから行うのではあり
ません。私たちにとって有益なことだから実行するわ
けでもありません。主が福音を宣べ伝えろと命じられ
たから実行しなければならないのです。福音宣教は誰
がするのでしょうか。福音を受けた人がすることです。 
福音の喜びと感動を知る人、そして福音の奥義を悟っ
た人ができることです。多くの知識と経験を持った人
ではありません。名誉がある人でもありません。豊富
な財産があったり健康な人でもありません。ただ、イ
エス・キリストを知る人たちです。つまり、神の愛と
恵みを悟った私たちではないでしょうか。
　それでは、私たちは何者ですか。主から派遣された
ものです。ローマの信徒への手紙 10 章 15 節にはこう
書いてあります。「遣わされないで、どうして宣べ伝え
ることができよう。『良い知らせを伝える者の足は、な
んと美しいことか』と書いてあるとおりです。」
　では誰が私たちを派遣したのでしょうか。神様で
す。神様はイザヤにたずねました。
　「そのとき、わたしは主の御声を聞いた。『誰を遣わす
べきか。誰が我々に代わって行くだろうか。』わたしは
言った。『わたしがここにおります。わたしを遣わして
ください。』と答えました。（イザヤ書 6 章 8 節）
　福音に抱かれた一人によって、多くの人が滅びから
救いの力を得ることができます。

　使徒パウロはこう告白しました。「わたしは福音を恥
としない。福音は、ユダヤ人をはじめ、ギリシア人に
も、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからで
す。」（ローマ 1 章 16 節）
　この告白は、福音によって救われた人の告白です。
この告白が私と皆さんの告白になることを願います。
そして、私たちによって福音が伝わり、多くの魂が滅
びから生かされる救いの力が証しされることを願って
います。
　その福音をどこで伝えますか。どのように伝えます
か。最後になりますが、マタイによる福音書 28 章 18
節から 20 節にはこう記されています。「イエスは、近
寄って来て言われた。『わたしは天と地の一切の権能を
授かっている。 だから、あなたがたは行って、すべて
の民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊
の名によって洗礼を授け、 あなたがたに命じておいた
ことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終
わりまで、いつもあなたがたと共にいる。』」
　私たちは全世界に行き渡り、伝えなければなりませ
ん。世界を抱いて宣教する両教団になろうではありま
せんか。
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左から UCCJ 網中彰子総幹事、黒田若雄書記、藤盛勇紀副議長、雲然俊美議長、KCCJ 梁栄友総会長、
張慶泰副総会長、申大永副総会長、李明忠書記、朴成均副書記、鄭守煥総幹事
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記念発題 鄭守煥 　総幹事　 
網中彰子 総幹事

司会

　皆さんアンニョンハシムニカ、こんにちは。私は在
日大韓基督教会大阪教会の隣にあります在日韓国基督
教会館（KCC）を引退して 12 年くらいになります。引
退した私が今回の発題ということで、引っ張り出され
たわけですが、40 年経って、どういうことでこの協約
が成り立つようになったのか、忘れている人たちや知
らない人たちが多いこともあって、もう一度振り返り
をするように、私が引っ張り出されたのではないかと
思っております。

Ⅰ．はじめに：自己紹介に代えて
　私は 1942 年に京都で生まれた在日コリアン 2 世です。
1971 年の 7 月から 2012 年の 3 月まで、在日韓国基督教
会館（KCC）の幹事、館長として務めまして、現在は
名誉館長という立場です。
　協約との関わりでいいますと、1996 年に、私は在日
大韓の指針の見直しがあり、その見直しの委員の 1 人
でした。皆さんが持っておられる今日の指針の原本に
なるものを、96 年に作成した 1 人でした。それから、
2010 年に教団と在日大韓の歴史の共同研究会が発足し、
2010 年から 14 年までの 4 年間、私は歴史共同研究委員
会のメンバーでございました。そういうことで、在日
大韓基督教会の立場から、協約を少し振り返ってみた
いと思いますが、話をする前に皆さんに一つ質問がご
ざいます。40 年前、この場で記念締結の式があったの
ですが、そこに参加された方がおられたら、ちょっと
手を挙げてみてください。はい、ありがとうございます。
認めましたところ、10 人ぐらいでしょうか。

Ⅱ．協約への道のり
　協約への道のりと教団との関係を少し見ながらお話
をしてみたいと思います。まず皆さんに差し上げたレ
ジメの 2 番に協約への道のりとありますが、特に教団、
または信徒との関わりを含めて、私なりの体験から少
し見ていきたいと思います。まず全国青年協議会です。
教団と戦後の歩みの中で最も早く教団との関係を持っ
たのは、全国の青年協議会でした。私たちはその青年

協議会のことを全協と言っておりますが、全国青年協
議会では夏季修養会を毎年開いております。1952 年か
ら始まったのが、この全国青年協議会でした。主題講
師を振り返ってみたとき、少し私も驚きました。
　1950 年代、ここに書かれている人たちが主題講師だっ
たわけであります。魚木忠一教授（同志社大学）、北森
嘉藏教授（東京神学大学）、松木治三郎教授（関西学院）、
市川恭二牧師（大阪教会）、鈴木正久牧師（西方町教会）
です。更に山崎亨教授（同志社大学）、小林信雄教授（関
西学院）。この 50 年代、52 年から始まる 50 年代は全て
教団の教職の方。1 人を除いて、その 1 人は韓国から来
られた姜元龍という牧師が主題講師を引き受けてくだ
さったのですが、それ以外は全て教団の教職の方に委
ねたということです。
　これをどのように解釈したらいいのかと思っており
ますけれども、若い青年が、戦後、聖書の知識を求め
てお願いした。その人たちが教団の教職の先生たちで
あったということです。在日大韓はその後、56 年に日
本キリスト教協議会（NCC）に組織加盟しております。
　そして、続いて 62 年には世界教会協議会（WCC）
に加盟、現在も準会員として加盟しております。それ
から 64 年にはアジアキリスト教協議会（CCA）、そし
て 73 年には日北米宣教協力会（JNAC）、特に北米の主
要な教会との関係であったわけですが、そこに在日大
韓は準会員として 73 年から入れていただいて、ともに
働く機会にあずかったということです。78 年からは正
会員になっております。

李清一 牧師
（在日韓国基督教会館名誉館長）
佐野通夫 氏

（東京純心大学教授）

発題

李清一 牧師（在日韓国基督教会館名誉館長）
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　それから、1965 年の 9 月 25 日に、大村勇教団総会
議長が、韓国基督教長老会の 50 年記念総会に招待され
て、そこに行かれます。そのときから教団と韓国の教会、
在日教会との新たな関係が出てきたと思います。大村
勇教団総会議長が行かれたとき、実は総会で挨拶をす
ることになっていたわけですが、その挨拶を受けるか
どうかで基督教長老会は、3 時間の激論をして、それを
採決したと言われております。1 票差で、この大村勇議
長の挨拶を受けることに決定したと。そのときの仲介
者であり、通訳者は川崎教会の李仁夏牧師でございま
した。そのときの状況を李仁夏牧師は、針のむしろに
座らせられた感じを受けたということをご本人の著書
で書いておられます。
　このとき大村勇牧師は、韓国の教会の「恨

ハン

」ですね。
「恨

ハン

」っていうものを知る機会になったのではないかと、
ある歴史学者は言っております。大村勇牧師はそこか
ら変えられて、韓国の教会との交流を本当に真剣に考
えなければいけないと気づかれたんだと思います。
　そして 1965 年の 11 月 22 日、教団の世界宣教協力委
員会主催で、在日大韓基督教会に呼び掛けられて、懇
談会が在日大韓東京教会で開かれました。そのとき在
日大韓は福岡教会の牧師であった金徳成総会長ら 6 名、
教団は大村勇総会議長ら 8 名が、いろいろ考えられた
ということでした。一つには、韓国の教会と交流する
ためにはまず日本の中の在日大韓教会との交流が必要
だ、ということで、その交流のための合同委員会をぜ
ひとも作りたいというのが一つあったようです。それ
から二つ目には韓国教会との交流を求めるため、教団
から公開書簡を送るということについての協力が、こ
の韓国、在日大韓教会の方に言われたということでし
た。
　翌年の 66 年 1 月に、在日大韓は韓国教会問題のため
の教団との連絡委員として、呉允台牧師、黄義生牧師、
李仁夏総務を任命しております。この 3 人が、通訳とか、
韓国の教会との繋がりで働くというようなことになっ
たわけです。
　おそらくこの 1965 年 11 月 22 日というのが、先ほど
言いました、NCC、WCC、CCA との組織の関係はあっ
たのだけれども、具体的な在日大韓との懇談、話し合
いで言えば初めての会合であったとみていいかと思い
ます。
　1967 年 3 月 26 日に教団は「第二次世界大戦下にお
ける日本基督教団の責任について」を発表されました。
韓国の教会はこの戦責告白は非常に歓迎いたしました。
そして交流が非常にスムーズになされるようになりま

した。
　67 年の 8 月 1 日には、韓国の 3 教会、大韓イエス長
老教会（統合）、基督教大韓監理会、韓国基督教長老会
と協約を締結されております。これも在日大韓の仲介、
橋渡しがあってできたと記されております。同年の 9
月に鈴木正久教団総会議長、木村知巳同書記が韓国に
行き、韓国の３教会を訪問して謝罪と和解による交流
を求めておられます。このときには在日大韓基督教会
東京教会の呉允台牧師が通訳として同行されました。
　それからしばらくして、1978 年 2 月に、教団の常議
員会で、日韓連帯特別委員会委員長の大塩清之助牧師
が、次のような発言をされております。「在日大韓基督
教会に対する我々の戦争責任告白を踏まえた協約がで
きていなかった」と指摘して、協約を早急にすべきと
いう提案でございました。これにはエピソードがござ
いまして、大塩清之助牧師がなぜこれを考えたかとい
いますと、あるときに、エレベーターの中で在日大韓
基督教会の総務をなさっていた崔京植牧師と出会った
ということです。そして、崔京植総務がこのように言
われた。「日本基督教団が韓国の教会と協約を結んで共
に協力し合うことは大賛成です。しかし、在日大韓基
督教会のことはどう考えておられるのでしょうか」と
いう問いかけであったようでございます。大塩牧師は
それで教団の常議員会に協約のことを提案されたとい
うことでありました。常議員会は、それを受けて協約
を結ぶ作業を、当時の中嶋正昭総幹事に依頼したこと
が記されています。
　1979 年の 4 月 18 日、両教会の三役レベルの合同会議
が開催されております。そして、その合同会議で、作
業委員として 3 人の方が、在日大韓から、そしてまた 3
人が教団からこの出てきて、この協約についての草案
を作ることが任されております。在日大韓側は李仁夏
牧師、崔京植総務、金漢弼長老、この金漢弼長老は当
時在日大韓基督教会の副総会長でございました。教団
側は岸本羊一牧師、今橋朗牧師、中嶋正昭総幹事でご
ざいます。
　80 年になって、委員が変わりましたが、その日程等
を、私は調べ上げることができませんでした。このよ
うな経過の中、4 年ぐらいの協議を積み重ね、協約の草
案が出来てきて、1982 年 11 月には、教団の第 22 回総
会、そして在日大韓は 1983 年 10 月の総会で、協約を
批准して、40 年前の 2 月 8 日、この在日大韓大阪教会で、
締結の記念集会が開催されました。　
　その後、記念集会は 1 年目、3 年目、5 年目、そして
10 年、20 年 30 年と教団レベルの集会が重ねられてき
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ました。

Ⅲ．協約の実践
　次に協約の実践について少し触れておきたいと思い
ます。この協約には先ほどの開会礼拝メッセージで雲
然議長が、3 つの協約に触れてくださいました。私はこ
こで非常に大事だと思うのは、「在日大韓基督教会と日
本基督教団は」、つまり主語は 2 つになっていることを
忘れてはいけないと思います。
　時々感じるのですが、在日大韓基督教会の方は非常
に受身になってしまうことがあるので、その点を見た
いと思います。第一番目のそれぞれの職制と聖礼典を
相互に認めることは、先ほど申総会長のメッセージに
あったように、私たちが聖餐式をともにしたところに、
象徴的に見られるのではないかと思います。
　二つ目の日本基督教団と在日大韓基督教会は可能な
限り、各方面での宣教協力をするという点は、少しデー
タを調べてみましたら、1982 年に在日大韓基督教会が
存在していない県が、29 県ございました。そして 2023
年の統計では、それが 15 に減っております。逆にいう
と、32 の都道府県に現在、在日大韓基督教会の教会が
存在しているということでございます。これは申すま
でもなく、開拓伝道における教団の教会の協力、支え
が非常に大きかった故に、この数年の中で意外に広が
りを見せたということで、まさに感謝の気持ちを持つ
わけです。
　三点目の在日韓国朝鮮人の人権問題への取り組みの
協力ですけれども、ここの協約の文書の中には、在日
韓国朝鮮人の人権と書かれていますが、皆さんもお持
ちの指針の 5 番目を見ていただいたら、外国人の人権
問題に取り組むところまで踏み込んで、指針には書か
れており、非常に大切な部分だと思います。
　特に時間の関係で一つだけを取り上げて、私たちの
共同の取り組みを見ておきたいと思います。一つは、
1984 年 6 月 10 日、協約が 2 月にあったわけであります
が、その数ヶ月後に、大阪駅のすぐ前では、教団議長
と在日大韓議長が、署名運動を展開しております。そ
して、東京では同じ時間に総幹事同士が数寄屋橋公園
のところで、その署名集めをしている。50 万署名を目
標にして、指紋制度撤廃含めた、外国人登録法の抜本
改正のための署名運動が展開されていきました。
　この両教団の議長、総幹事の働き本当に各地域、各
個教会のところにまで繋がったというように思います。
両教団教会の指紋押捺の撤廃のための働きは、両教団
だけではなくて、日本における他教派の教会に対して

も非常に大きなインパクトであったと思います。この
インパクトは、1987 年の 1 月に外国人登録法問題と取
り組む全国キリスト教連絡協議会、略称して外キ協と
言っておりますけれども、その結成に繋がったわけで
あります。外キ協の参加教会としては、両教会以外に、
カトリック教会、日本聖公会、福音ルーテル教会、バ
プテスト連盟、バプテスト同盟、自由メソジスト教会、
日本キリスト教会等の主要な 9 つの教会が、ここに加
わりました。そして日本キリスト教協議会、YWCA、
そういうところも加わって、協議会は現在も繋がって
おります。この働きは日本社会に対して大きなインパ
クトを与えたと思います。教会だけの働きとは言いま
せんけれども、この働きによって、2000 年の 4 月から、
指紋制度は外国人登録法から全廃された経験を私達は
持ったわけであります。
　現在もこの外キ協はそのあと、指紋押捺の延長線上
に在日外国人住民基本法の制定を求めての運動、署名
運動等を展開していることは、皆さんご存知のことだ
と思います。私は個人として、この両教団の協議の意
義というのはどこにあるのだろうか、ということで一
言触れておきたいと思います。
　両教会の「協約」の実践が契機となって、「寄留の民」
である在日外国人の尊厳と人権を守るためのエキュメ
ニカルなこの取り組みは、福音宣教に新しい次元を作
り出したといえるのではないだろうかと思います。在
日韓国朝鮮人、在日外国人の人権問題は、今日におい
ても課題は多々ございます。両教会が見える形で共生
社会のモデルを示すことは、福音宣教の大切な課題で
あると言えます。両教会にこのような共通の宣教課題
が示されているということを、私は神様からの祝福だ
と考えております。

Ⅳ .  おわりに
　終わりに、両教会の特に宣教協力委員の方、また実
務委員の方たちにお願いしたいことは、この運動が見
える形で継続していくためには、両教会の会員に「協約」
と「指針」が存在していることを周知する努力をして
いただきたいと思います。そして、関心と熱意を持っ
て関わってほしいということ。二つ目に、両教会各地
方会教会で取り組まれている協約の実践の記録を冊子
等で発行していただければ、非常に大切なガイドライ
ンになってくるのではないかと思います。



12

　今ご紹介がありましたように、私は教団の教会の一
平信徒であります。特に今、李清一先生からお伺いし
たような働きに直接関係しているわけではありません
が、お話をお伺いして、やはり私の歩み、私の信仰の
歩み、私の生き方、すべてにこの在日大韓教会との関
わりがとても大きかったということを今、感じており
ます。私は生まれ年を記しませんでしたけれども、李
清一先生からちょうど 12 年、同じ午年かと思います
が、後に生まれた今年、齢 70 となったものです。
　李清一先生のお話を伺って、本当に私の歩みと、こ
の教団と在日大韓教会の関係が重なっていたなという
ことを感じました。私は、大学に入った年が 1973 年と
いう年です。大学に入る年のイースターに市川三本松
教会の鈴木省吾牧師から洗礼を受けました。当時、教
団新報の主筆をなさっていた先生でした。
　1965 年という年が李清一先生のお話の中に 2 回ほど
出てきました。なぜ 1965 年か、いわゆる日韓基本条約
が締結されたのが、1965 年であるわけです。ですから、
大村議長等が韓国キリスト教長老会にお伺いするその
ようなことが始まったのも、そのような日本と韓国の
政治的な流れの中で、きっかけが起こっているという
ことを意識する必要があります。

　では、私が大学に入った 73 年という時代はどういう
時か、まさに今の日韓基本条約とも関係していますが、
いわゆる朴正煕軍事独裁の時代です。私が大学に入っ
た 73 年 8 月 8 日には、皆さんもご存知かと思いますが、
金大中拉致事件、その後、韓国の大統領となります金
大中さんが東京のパレスホテルから韓国の KCIA に
よって拉致される事件が起こった、そんな時代の最中
です。同志社大学を出た金哲顕留学生、韓国で神学を
学んでいた金哲顕留学生が同じように不当逮捕され、

そして最初の死刑判決後、無期懲役と、今はさまざま
な方が、当時の軍事独裁による不当な裁判について再
審無罪となっておりますけれども、そのような時代で
した。
　また、昨年から関東大震災百年ということで、9 月 1
日の集会がさまざま行なわれていますが、在日大韓小
倉教会の牧師であった崔昌華牧師が 9・1 集会を始めら
れた。そしてそこに朴鐘碩さん、日立に勤めたけれど、
在日韓国人であることを偽っていたという理由で会社
から解雇され、その闘いをしていた朴鐘碩さんがお話
になる、そんな時代でありました。
　私は日本の植民地教育政策を勉強している大学教員
ですけれども、78 年に大学院に進学しました。とにか
く日本の植民地教育政策を勉強するためには、まず朝
鮮語を知らなければならない。そして日本と朝鮮の歴
史を知らなければならないということで、早稲田大学
の近くに早稲田奉仕園というキリスト教関係の施設が
ございます。そこではさまざまな語学講座も開いてい
るのですが、そこで韓国で韓国語会話講習を 1 週間や
るというのを見ました。韓国の裡里（現：益山）とい
う町の、基督教放送と早稲田奉仕園が一緒になって、
韓国の教会の平信徒訓練院というところで 1 週間合宿
しまして、会話講習等をするというプログラムでした。
早稲田奉仕園に通うことによって、池明観先生、当時
東京女子大で教えておられました、後にあの TK 生―
―韓国からの通信の著者であるということがわかりま
す――池明観願先生の講座に通いました。
　また、この講座には在日大韓基督教調布教会姜栄一
牧師も講師としておられました。そんなことで、私は
在日大韓教会とさまざまな交流を深めていくことにな
ります。また、その当時はこのような韓国の問題につ
いて「韓国問題キリスト者緊急会議」というのが作ら
れていまして、そこでは、先ほどもお名前の出ました
中嶋正昭教団総幹事、あるいは東海林勤 NCC 総幹事等
も活躍されておられました。そして、そこで私が大き
な出会いをしますのは、81 年の 4 月から 5 月。ちょう
ど連休の時期にかけて、第 2 回日韓教会青年協議会と
いうものを行ないます。このことは『福音と世界』81
年 8 月号に「出会いと出発」と題して、といっても、
もう 40 年前の『福音と世界』はそう簡単に手に入らな
いかもしれませんが、そこに報告を記させていただき

私と在日大韓基督教会
佐野通夫 氏（東京純心大学教授／日本基督教団市川東教会信徒）
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ました。
　日韓教会青年協議会ですが、そこでは在日大韓教会
の青年の大きな働きがあったわけです。今もここで、
在日大韓教会と日本基督教団の合同の礼拝をする。そ
の時には在日大韓教会の先生が、先ほどの聖餐式だけ
は朝鮮語でしたけれど、あとは日本語でという形で、
在日大韓基督教会の方が、いわゆる日本と韓国との間
に入ってくださる、それが先ほどの李清一の先生のお
話にもあったように、とても大きな働きをするわけで
す。この時の日韓教会青年協議会でも講演発題、それ
に伴う協議というのはすべて通訳を主に在日大韓教会
の牧師たちが献身的に担ってくださいました。しかし
さらに、困難を迎えるのは夜の自由時間です。深夜、
若いですから夜明けまで語り合うわけです。筆談とか
片言の朝鮮語で、英語で、思いを通じさせようとする
わけですが、そこでやはり在日大韓教会の青年が大き
な役割を果たしてくれます。小さな班ごとに在日大韓
教会の青年が来て通訳に当たってくださる。そしてま
た自分も一メンバーとして議論に加わる、ということ
がなされました。
　その翌年には今度は韓国で第 3 回日韓教会青年協議
会が行われました。私はこのような経緯で在日大韓教
会の、先ほど李清一先生のレジュメにも出ました、全
国青年協議会、全協とも出会っていきます。この春ま
で NCC 総幹事をなさっていた金性済牧師、あるいは川
崎で指紋押捺拒否によって逮捕される李相鎬さん等と
出会い、そして全協の夏季修養会に参加させていただ
くというようなことがありました。そのようなことを
経て私は、その翌年 83 年には、これもまた、先ほどの
李清一の先生のレジュメに出てきますけれども、WCC
（世界教会協議会）総会に参加いたしました。その当
時、WCC としては Youth Delegate、青年代議員という
ものを求めています。30 歳以下の参加者で、それを当
時の教団は教団新報で、これに Youth Delegate として
参加する人はありませんかという募集をちゃんとして
いたんですね。それで私は日韓の教会青年との出会い
の中で、世界の青年、教会青年とも出会いたいと思い、
応募しましたところ、私のようなものでも、当時の教
団は選んでくださいました。そこに行きましても、や
はり韓国教会の青年の力は大きかったんです。全体の
総会は 24 日からだったのですが、その前に今言ったよ
うに WCC では若者が呼び集められていますから、若
者の会をやる、青年の会をやるとなると、さらにその
前にアジアの青年の会を行なうということがありまし
た。そのように世界教会協議会の中でも韓国青年との

出会いというのがございました（「WCC 第六回総会に
参加して」『福音と世界』84 年 1 月に報告）。そして私
は、その WCC 総会が終わった後に韓国に留学すること
になりました。そして、出席したのは韓国キリスト教
長老会のソウル第一教会、朴烔圭牧師とこの WCC で出
会っておりましたので、そこに出席しておりました（朴
烔圭著、山田貞夫訳『路上の信仰』新教出版社、2012 年、
参照）。
　私が在日大韓教会との間で大きくお世話になってい
る間に、教団と在日大韓基督教会の間では宣教協約が
結ばれることになって、私がソウルに滞在していた 2
月にこの協約がなされたわけです。
　私は留学途中で、四国の香川県にある四国学院大学
に就職することになりました。翌年、教会も善通寺教
会に転会いたしましたけれど、それもまた在日大韓教
会との出会いとなる場であったわけです。四国の在日
大韓教会は新居浜にあります。その出会いは、多分こ
の在日大韓基督教新居浜教会の韓大圭長老も関係して
いたと思うのですが、教団の四国教区と在日大韓新居
浜教会の合同シンポジウムというのがありました。新
居浜教会に出かけていって、その合同シンポジウムに
出席するというようなことがございました。司会をな
さってくださっています鄭守煥総幹事も新居浜グレー
ス教会の牧師でいらっしゃいますけれど、お伺いしま
したら今年まで続いていると、40 回続いているという
お話を伺いまして、とてもうれしく思いました。私自
身は四国に 25 年間おりました。そこでは李清一先生の
お話にも出てきました指紋押捺問題等も、四国の地で
がんばってやっておりました。
　私は東京と京都、それから大阪で行なわれた第 2 回
日韓教会青年協議会以来、李清一先生にお世話になっ
ております。25 年間、四国におりまして、2009 年に東
京の中野にあります大学に転職いたしました。教会も
先ほど紹介がありました市川東教会、その当時は冨貴
島教会と申しましたが、そこに転会いたしました。
　80 年代は指紋押捺問題がありましたが、私が 2009
年に東京に戻りまして、2010 年から高校「無償化」の
朝鮮学校排除という問題が起こりました。私が東京に
移ってからの 15 年のうちの、14 年はずっとこの朝鮮学
校「無償化」排除の問題に関わり続けて今日にいたっ
ております。
　時代がさらに飛んでしまうのですが、私は NCC の
「東アジアの平和と和解委員」として活動させていた
だき、この後、「次世代によるミニ発題」として有住さ
んもお話しされますが、有住さんとともに「東アジア
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の平和と和解委員会委員」として務めをしています。
その「東アジアの平和と和解委員会」として、2019 年
の 7 月、今日ここにおられる在日大韓基督教会の先生
方と一緒に朝鮮を訪問するということがございました。
　これは、お亡くなりになりましたけども、関田寛雄
先生が、「日本の教会は、1976 年以降、韓国の教会に対
しては繰り返し訪問をし、植民地支配に対する謝罪を
してきたけれど、朝鮮に対しては不十分なのです」と
いうことをおっしゃられ、それを聞いた金性済 NCC 総
幹事の、この機会に朝鮮の教会に対しても謝罪をしな
ければいけないという提案で、私ども「東アジアの平
和と和解委員」と、そして在日大韓教会の先生方と合
同で朝鮮を訪問することになりました。その間の日曜
日、主日は 7 月 29 日でした。この日、朝鮮基督教連盟
と、そしてボンス教会の主日礼拝に私どもは訪問いた
しました。そこで「朝鮮基督教連盟の皆様へ－謝罪と
主にある和解を願いつつ」という、私どもの謝罪文、
名前は、日本キリスト教協議会、東アジアの和解と平
和委員会の委員長である飯塚拓也先生、私、そして教
育部の比企敦子総主事の名前になっています。NCC の
委員会の立場でいきましたが、この 3 名は皆教団の牧
師であり信徒であるわけです。そして、私どもが行っ
て読み上げたのです。全部は読み上げる時間はありま
せんので。最初だけ読みます。

省みまするに今年 2019 年は、朝鮮半島において
「３・１独立運動」の起こりました時から、丁度
100 周年を迎える年です。1910 年、日本政府は
強制併合という形で朝鮮半島を植民地化し、以来 36 
年に渡り、朝鮮民族に対して、政治、経済、文化、
宗教の諸分野に渡り、天皇絶対主義のもと、皇民化
政策により、弾圧、搾取、差別の限りを尽くしてき
ました。私たち日本人キリスト者は、そのような朝
鮮半島への侵略と弾圧、不当な支配に反対しなかっ
たことと、むしろ第 2 次世界大戦下においては戦
争遂行という国策に協力することで自らの保身をは
かったことを心より謝罪いたします。

　他の部分はご覧いただければと思いますが、この朗
読文をちょうどこのような形でボンス教会、もっとこ
の場より多数いらっしゃったように思います。200 人
ぐらいの信徒の方から、万雷の拍手が鳴り渡りました。
そして、私どもはこの印刷物について部数を持って行
かなかったのですが、ぜひそれをくださいという求め
が多数ありました。ちなみに今、私は日本語で読み上

げましたが、これを、NCC 総幹事であり、在日大韓教
会の牧師である金性済牧師が、朝鮮語に通訳してボン
ス教会の会員の皆さんにお伝えしたわけです。今、私
が読み上げましたところ、これはやはりこの教団と在
日大韓教会の協約の主たる部分ではないかというふう
に私は考えています。その下に協約に戻ってというと
ころで一部分だけ引いてあります。

教団は、第２次世界大戦下にみずから戦争に協力す　　　　　　　　　　　　
るのみならず、在日朝鮮基督教会を、主体性を奪っ
たまま日本基督教会の一部分として教団に組み入
れ、日本帝国主義の戦争への協力を強制した。……
われわれ教団は、日本が戦前戦後を通じてアジア諸
国の人々を抑圧していることを認識し、国の内外を
問わず、この抑圧下にある人々とその教会への責任
を覚え、在日韓国・朝鮮人問題を受け止めてそれに
取り組み、在日大韓基督教会との言葉とわざによる
宣教協力をその課題とすることを決意する。

　今日協約文は読み上げられておりませんけれど、本
日の資料としては入っておりますので、今私が読み上
げた部分だけでなく、改めてこの日本基督教団と在日
大韓教会の宣教協約というのも確認していただければ
と思います。そこには植民地主義への反省、それがな
ければならないわけです。しかし、今の日本基督教団
の現状を考えますと、自らの教団の中にある植民地主
義の問題である、沖縄教区問題すら解決できない。そ
のような日本基督教団が真摯に在日大韓教会との協約
を守っていけるのか、そのことを訴えまして、先ほど
の李清一先生の発題の最後にも記されていました、や
はり両教会に協約と指針が存在していること、そして
それを実践していくこと。それを李清一先生の発題に
応えて日本基督教団の一平信徒であります私の方から
申し上げたい。そのように考えております。
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朝鮮基督教連盟の皆様へ －謝罪と主にある和解を願いつつ

　この度、国交未成立の状態にもかかわらず、朝鮮民主主義人民共和国に、私たちの訪問をお許し頂けたこ

とに先ず心より感謝いたします。

　省みまするに今年 2019 年は、朝鮮半島において「３・１独立運動」の起こりました時から、丁度 100 周

年を迎える年です。1910 年、日本政府は強制併合という形で朝鮮半島を植民地化し、以来 36 年に渡り、朝

鮮民族に対して、政治、経済、文化、宗教の諸分野に渡り、天皇絶対主義のもと、皇民化政策により、弾圧、

搾取、差別の限りを尽くしてきました。私たち日本人キリスト者は、そのような朝鮮半島への侵略と弾圧、

不当な支配に反対しなかったことと、むしろ第 2 次世界大戦下においては戦争遂行という国策に協力するこ

とで自らの保身をはかったことを心より謝罪いたします。

　今尚、朝鮮半島では当時の日本政府の暴虐な罪の傷跡が深く広く残されている事実を思い、心痛み申し訳

なく思います。

　昨年 4 月、金正恩委員長と文在寅大統領との、38 度線を相互に超える北南和解と対話が実現しましたこと

は、朝鮮民族にとっては勿論のこと、私たちにとっても大きな喜びでした。北南分断には、植民地支配した

ことによって朝鮮半島を第二次世界大戦に巻き込んだ日本政府の責任があります。故に、この北南両国の出

会いは私たちにとっては感謝と共に、私たちの国の朝鮮侵略の罪の悔い改めを一層強く覚えるものでした。

私たちは、北南が分断されたことによる民族の痛みと、北南統一を願う声に鈍感であったことを、今ここに

告白します。

　そして、朝鮮半島におけるこの喜ばしい事態に対して、私たちは日本人キリスト者として新たな行動へと

促されました。それは、日本と朝鮮民主主義人民共和国との、謝罪をふまえての交流、親善、協力の実現です。

この事を心から望みつつ、今回の訪朝の旅に参った次第です。正に「この時に」こそ、「和解と共生の開始さ

れるべき時」であると信じます。

　私たちは、現安倍政権とははっきり立場を異にしています。明治以降の日本の歴史はアジア諸国に対して、

まことに傲慢なものでした。日本はアジア諸国に対して、支配と侵略の歩みを続けた結果、第二次大戦にお

ける敗戦を経験するに至りました。その歴史に学ぶことなく、現安倍政権は傲慢な対アジア関係を続けてお

り、貴共和国に対しても非礼極まる「制裁」を続けていますことに心より申し訳なく思っています。私たち

は、制裁の解除と人道的支援を日本政府に求める努力を重ねていきたいと強く願っています。

　私たちの願いは、朝鮮基督教連盟と日本キリスト教協議会との交流と宣教の協力の実現です。

　1984 年に、世界教会協議会（WCC）は「東山荘会議」を開催し、韓国教会協議会と共に Ecumenical 

Forum for Korea を組織して、朝鮮半島における和解と平和統一に向けた取り組みを続けてきました。この

「東山荘会議」に日本キリスト教協議会は積極的に関りましたが、そのような中で昨年 4 月に、日本キリス

ト教協議会の総幹事として在日大韓基督教会の金性済牧師が就任しました。金総幹事は朝鮮基督教連盟の康

明哲牧師と親交を深め、この度の私たちの訪朝が実現した次第です。

　また、2018 年年初の金正恩委員長の新年辞に始まり、2 月に開催された平昌オリンピックに北南合同入場、

合同チームが参加して以降、同年 4 月には北南首脳会談と板門店宣言の発表が実現し、朝鮮半島の和解と平

和統一に向けた歩みが劇的に進展したことも忘れてはならないことと思います。その意味では、朝鮮基督教

連盟と韓国教会協議会との交流と宣教の協力も大切な課題です。私たちは、朝鮮基督教連盟と韓国教会協議

会との関係構築が、一日も早く進められることを祈ります。

　願わくは、朝鮮基督教連盟と韓国教会協議会、そして日本キリスト教協議会の三者が共に机を囲んで、祈

りを共にしながら将来に向けての話し合いが行われる日の来ますことを切に祈ります。

　私たちの創り主であり世界を統べ治められる神は、交流と宣教の協力の実現について、私たちに「今こそ、
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その時」と御旨を示してくださっていることを信じます。そして、主イエス・キリストの「和解の福音」は、

単に友好のレベルで終るのではなく、双方が担っている課題、特に貧困、差別、迫害等への宣教的課題を双

方で担い合い、解決に向けて共働する所に至ってこそ「和解の務め」（Ⅱコリント 5：18）は全うされること

でしょう。その意味で、今回の訪問をきっかけとして、私たちは朝鮮基督教連盟との宣教協力実現のために

祈りをもって努力したく願っています。貴連盟におかれましても、日本の教会との宣教の協力についてお覚
えくださいますなら幸いに存じます。
　私たちは、貴連盟及び韓国基督教協議会と共に、「御国を来たらせたまえ」の祈りをもって、アジアと世界
の平和のために励んで参りたいと思います。
　　　　　　　						      2019 年 7 月 19 日

日本キリスト教協議会
東アジアの和解と平和委員会　委員長　飯塚拓也

委　員　佐野通夫
教育部　比企敦子

　　　　　　　　



有住航 牧師（下落合教会）
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次世代によるミニ発題 UCCJ
有住航 牧師（下落合教会） 
老田信 牧師（大阪聖和教会） 
KCCJ
李明忠 牧師（横浜教会）
新井由貴 牧師（京都南部教会）

　みなさん、こんにちは。東京・新宿区にあります、日
本基督教団下落合教会で働いています、有住航です。
いまから各教団から 2 名ずつ、4 人が一緒に話します
が、先ほど厳正なるじゃんけんに負けたため、先行して
UCCJ からお話させていただきます。よろしくお願いし
ます。たくさん話したいことがあり、しゃべりすぎるか
もしれないので、タイマーを設定しますね。
　この時間は「次世代によるミニ発題」というタイトル
がつけられています。おそらく 4 人のうちで誰かが指摘
するだろうと思いますので、先に言っておきます。日本
基督教団の事務局から「次世代のミニ発題」という時間
に話してほしいと連絡を受けたとき、在日大韓基督教
会の方々とはこれまでさまざまなつながりがあったの
で、もちろんよろこんで引き受けたいという思いと、他
方で、「次世代のミニ発題」という名称に引っ掛かりを
覚えました。わたしは 42 歳ですが、この 4 人のなかで
は一番年下です。いまの UCCJ と KCCJ にとって、「次
世代」というのは誰を、どの世代を指す言葉なのだろう
か。40 代のわたしが「次世代」という括りのなかで話を
すべきなのかも悩みました。もっとふさわしい、本来の
意味での「次世代」の方々がたくさんいるように思える
からです。このあたりの言葉遣いや人選も、いまの教団
の姿をよくあらわしているのかもしれません（ちなみに、
UCCJ は発題者 2 名とも男性の牧師で、その偏りも気に
なりました）。
　わたしは1982年に大阪・浪速区大国町に生まれました。
小学校に入学するころ、東区（現・中央区）玉造に転居し、
その地で 15 年ほど過ごしました。会場の大阪教会のあ
る生野区はわたしとって親しみのある隣町で、こどもの
ときから友人たちとたくさん遊んだ地域です。小学生の
頃にサッカーをやりたいと思い、近所のサッカーチーム
を探していたところ、大阪 YMCA が大阪城の、いまは
お堀になっている場所でサッカーをやっていることを知
りました。当時はお堀を埋め立てた土のグラウンドがあ
り、サッカーやラグビーなどに利用されていました。そ
こでサッカーをやりたいと思い、申し込むために最寄り

の YMCA の事務所に駆け込んだのが、東成区中道にあ
る関西韓国 YMCA でした。小学生だったわたしの申し
込みの相手をしてくれた職員が金秀男さんだったこと
を、ずいぶんあとになってから知りました。
　先ほどの記念発題で、李清一さんと佐野通夫さんが、
それぞれの自分史を運動史や交流史と重ね合わせながら
語られていたことに触発されました。お二人に比べたら
たしかに「次世代」かもしれない、わたしじしんの 20
年にも満たない自分史を語りながら、もうすこしだけお
話したいと思います。
　じぶんとキリスト教との自覚的な出会いは、大阪・釜ヶ
崎にある「いこい食堂」に通うようになったことが契機
になりました。生まれた大国町ともほど近く、なんとな
く親しみを感じる地域にある釜ヶ崎は「ドヤ街」とも呼
ばれ、日雇労働者の就労・生活・団欒の場として長きに
わたって機能してきた街でした。わたしが釜ヶ崎に出入
りするようになった 1990 年代後半は、長引く不況のな
かで就労の機会が激減し、日雇労働という不安定な就労
に従事していた方々は仕事を失い、住まいを失い、なん
の保証もないまま、路上のアスファルトに叩きつけら
れ、野宿生活を余儀なくされる方々がどんどん増えてい
ました。釜ヶ崎には、労働者と共に生き、共に闘うため
に、いくつものキリスト教を背景に持つ団体や働き人が
いました。わたしは「いこい食堂」で活動していた日本
基督教団の牧師であった金井愛明と出会い、中学生の終
わりくらいから通い詰めるようになります。いこい食堂
には金井愛明を慕っていろんな人が出入りをしていまし
た。釜ヶ崎に住んでいる労働者の方々はもちろん、教派
を問わず大阪中のいろんな教会の人たちもいこい食堂を
訪ね、炊き出しのための食事の調理、米や衣類の献品、
バザーの手伝いを担っていました。そうしてやってくる
ボランティアの中に KCCJ の方々もたくさんおられまし
た。
　いこい食堂で過ごすうちに、釜ヶ崎に連帯する教会の
人びと、ソーシャルワーカー、あるいは神学生たちとの
出会いが与えられ、関西学院大学神学部に進学すること
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になりました。神学部にも KCCJ とつながっている学
生たちが何人もおられました。今日、会場でそのとき
の仲間と再会できたことをとてもうれしく思います。
　学生時代に学生 YMCA のネットワークを通じて、エ
キメニュカルな青年運動に関わっていきました。在日・
韓・日共同研修プログラム（共プロ）に参加したり、
当時関西韓国 YMCA の上階に事務所のあった NCCY
関西の諸活動、あるいは釜ヶ崎のつながりから、KCCJ
の全協につらなる同世代の人たちとたくさん出会い、
親しくなっていきました。その中には、いまも親しく
付き合っている友人がおおくいます。あのとき出会っ
た一人ひとりが、それぞれの場所で働いていることに、
いつも励まされています。
　大学での学びを終え、大阪から東京に移住しました。
学生 YMCA のスタッフとして働くためです。2008 年
のことでした。2008 年以降の東京は、在特会を中心と
した路上でのヘイトスピーチが顕在化した時代でした。
2011 年から数年間住んでいた歌舞伎町のマンションは
靖国通りに面していて、いわゆる新大久保と隣り合う
場所にありましたが、2012 年以降、新大久保の街がヘ
イトスピーチの標的とされ、毎週のようにヘイトデモ
が襲ってきました。よく通っていた韓国料理店の方々
も閉店を余儀なくされました。そもそも東日本大震災
以後、客足が遠のくなかで、それでも踏ん張って営業
していたのに、そこに毎週のようにヘイトスピーチが
吹き荒れました。この時期に閉店せざるを得なかった
店は一軒や二軒ではありませんでした。いまでは新大
久保のエリアはふたたび賑わいを取り戻していますが、
2012 年以降から数年間は、閉店が相次ぎ、閑散として
いたのを今でも鮮明に覚えています。当時の新大久保
はヘイトスピーチによって切り裂かれているような状
況でした。
　わたしはその街に住まう者の 1 人として、教会の仲
間たちと日々路上でヘイトスピーチに抵抗するように
なりました。とはいえ、まだ「カウンター」という言
葉すらなかった最初期の頃、たくさんの困難にも遭遇
しました。圧倒的な人数で、おおぜいの警官に守られ
ながらヘイトスピーチをふりまくデモ参加者に対して、
そのデモを実力で止めることができないことの悔しさ、
キリスト教会がヘイトスピーチに対して声明を出した
り、反ヘイトスピーチの活動を教派教団を超えて組織
的に取り組む動きがごくわずかにとどまっていたこと、
さまざまな無力さを痛感し、悔しかったです。日本社
会が、いまもなお植民地主義を克服できないまま、今
日まで来ているのだとつよく感じました。

　世界教会協議会（World Council of Churches）のボ
セー・エキュメニカル研究所がスイスにありますが、
わたしは 2014 年から 2015 年にかけて、そこで学ぶ機
会を得ました。研究所では、いま日本で起きている差
別問題を、世界のエキメニュカル運動をどう切り結び、
レイシズムからの解放をめざすことができるのかを
テーマに、仲間たちと研究をつづけていました。
　ある日、食堂で食事をとっていたわたしのところに、
KCCJ の 2 人の牧師が訪ねてこられました。おひとり
は顔見知りで、日本キリスト教協議会（NCC）青年委
員会で一緒に働いていた方です。その人はわたしに会
うなり、「あなたに会いに来た」と言いました。おふ
たりは「第 3 回マイノリティ問題と宣教国際会議」を
2015 年に東京で開催したいと考えていて、その準備の
ために世界教会協議会を訪れ、開催のための協力を取
り付けに来たということでした。ちょうどわたしがス
イスに滞在していることを知り、ぜひこの会議の準備
に一緒に関わってほしいと声をかけられたのでした。　
　帰国後の 2015 年 7 月から国際会議の準備チームに関
わることになりました。もう会議は数ヶ月後に迫って
いました。あらゆる準備が急ピッチで進むなか、国際
会議開催に関わるさまざまな事務を、KCCJ の方々と
一緒に担うことになりました。ちょうど、KCCJ 総会
事務所や RAIK も、日本キリスト教会館の耐震補強工
事のために、東京・水道橋の在日本韓国 YMCA に一時
的に間借りをしていました。わたしの机は RAIK の佐
藤信行さんの隣に用意してもらいましたが、これまで
物置として使っていた部屋を無理やり使わせてもらっ
たため、当初は空調などの設備がなく、とんでもない
暑さの中で佐藤さんと大汗や冷や汗をかきながら、と
にもかくにも準備がはじまりました。このような経緯
があり、わたしは 2015 年 8 月から、11 月の国際会議
を挟んで、残務処理が終わる 2016 年 3 月まで、KCCJ
の総会事務所にパートタイム職員として雇用されてい
ました。会議を通じて、KCCJ に連なるさまざまな人
びとと出会い協働したことは、じぶんにとって大切な
経験となりました。
　今日、この記念集会に出席されている皆さんのなか
で、2015 年 11 月に開催された第 3 回マイノリティ問
題と宣教国際会議に出席された方はどれくらいいらっ
しゃるでしょうか。もしかると、第 3 回だけでなく、
1994 年の第 2 回、あるいは 1974 年の第 1 回に出席さ
れた方もおられるかもしれません。
　1974 年に開催された第一回会議は、1970 年に起きた
在日コリアン青年への差別的な採用取り消し、いわゆ
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る「日立就職差別事件」をめぐる裁判闘争のおおきな
うねりのなかで、キリスト教会がこれに応答し連帯す
ることをめざしてひらかれました。そのときから 40 年
後、2015 年に開催された第 3 回会議は、2000 年代に激
化した各地のヘイトスピーチ、ヘイトクライム、ゼノ
フォビア、歴史修正主義にもとづくあらゆるバックラッ
シュの嵐のなかで、日本のキリスト教がこの事態にど
のように抵抗し、共働をかたちづくることができるの
かを話し合うために開催されました。
　第 3 回会議の会場には、国内外のキリスト教会・団
体から 100 名を超える人びとが集まり、ヘイトに対す
るあらゆる抵抗の声と証言が溢れていました。日本社
会に生きる移住女性が味わってきた痛み、アイヌに対
する執拗な攻撃と歴史修正、憲法改正の問題を沖縄・
琉球から問いただす声、朝鮮学校を取り囲む排外的ナ
ショナリズムの脅威、部落差別と闘い続ける解放運動
の実践が次々に報告され、共有されました。参加者の
ひとり、アフリカン・メソジスト監督ザイオン教会の
スタッカート・パウエル牧師は、かれが担当した礼拝
説教のなかで、同年 6 月 17 日にチャールストンのエマ
ニュエル教会で起きた痛ましい銃撃事件――この日の
聖書研究に出席していた 9 人（クレメンタ・ピックニー、
シンシア・ハード、シャロンダ・コールマン = シング
ルトン、タイワンザ・サンダース、エセル・ランス、スー
ジー・ジャクソン、デペイン・ミドルトン = ドクター、
ダニエル・シモンズ、そして、マイラ・トンプソン）が、
教会に押し入った 21 歳の白人男性によって射殺された
――について触れ、「エマニュエル教会での銃乱射事件
は、私自身に関するもの、この文化に関するもの、私
たちが信じて行なっている神学に関するものなのです」 
と語りました。そして、銃乱射という暴力は決して偶
発的なものではなく、奴隷制の上に築かれ、いまも廃
絶されることなく温存され強化されつづけているアメ
リカの差別的な文化と神学によって引き起こされたも

のであり、銃乱射というかたちで具象化されたレイシ
ズムの暴力は、アメリカ先住民を野蛮人と呼んだ独立
宣言にさかのぼる、合衆国の歴史に深く埋め込まれて
いる原罪であることをちからづよく訴えました。 
　日本社会で起こりつづけているヘイトスピーチ、ヘ
イトクライムも、これと同じではないか、と思います。
在日コリアンの集住地域を標的とした脅迫や殺害予告、
アイヌに対して振りかざされる歴史修正主義的な「多
文化共生」の暴力、沖縄を取りかこむ軍事 = 開発の破
壊力、移民・難民のいのちを徹底的に管理し軽んじる
入管施設および入管法の非人道的な取り扱い、あるい
は日常のいたる場面にあふれかえるマイクロアグレッ
ション――「ハーフ」を揶揄し笑いのネタにすること、
コンビニエンスストアでの非日本語話者へのあまりに
ひどい対応など――は、日本社会にとつぜん顕れたわ
けではありません。日本社会で起こるあらゆるヘイト
は、過去何十年にもわたって終わることなくつづけら
れてきた日本の植民地主義、軍事主義、開発主義、家
父長主義の上に強固に築かれています。ちょっとやそっ
とではびくともしない強固なヘイトの地盤は、 時とし
てまったく暴力的にみえない様相、たとえば「多文化
共生」「ダイバーシティ」「インクルージョン」などの
言葉で修飾されもします。これらレイシズムの暴力に
抵抗するためには、過去の、そして現在もつづいてい
る植民地主義、軍事主義、開発主義、家父長主義の問
題をみきわめ、現在にむけて歴史的な和解の糸口を紡
いでいく必要がある、そんなことがこの国際会議のな
かで語られていました。
　この会議を契機に形成されたマイノリティ宣教セン
ターは、ヘイトの現実からいかに解かれていくことが
できるのかを話し合い、祈り、働くためのプラット
フォームとして、そしてヘイト / 反ヘイトをめぐるさ
まざまな声や証言が交差する場として、その働きをつ
づけています。
　あまりにも微力かもしれませんが、2015 年 11 月、こ
の日この瞬間は、日本にある諸教会がエキュメニカル
な連帯の中で、ヘイトスピーチに対して全身全霊で反
対するという姿勢をとり、共生の天幕を社会の隅々に
まで広げていく思いを分かち合ったのだと思います。
その国際会議の開催は、KCCJ に連なる方々の経験と熱
が、おおきな推進力になりました。KCCJ の歴史のなか
でに刻まれた、在日コリアンの方々が長いあいだ負っ
てきた痛みの歴史を歌にし、詩となり、神学してきた
信仰的営みが、排外的で差別的な日本社会に真の共生
社会を到来させる力となってきたことをつよく実感し
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ています。
　マイノリティ宣教センターも、KCCJ の強い呼びか
けがあって立ち上げられていったのだと思います、も
ちろん UCCJ をはじめ日本にある様々な教会・団体が
協働する形で運営はされていますが、いつも UCCJ は、
マイノリティをめぐる諸課題について、日本社会が抱
える問題について、KCCJ から呼びかけられっぱなし
で良いのだろうか。日本の諸教会・団体は、日本社会
の問題にどのように取り組んでいくのかがますます問
われています。UCCJ は過去何十年にもわたる植民地
主義や軍事主義、開発主義や拡張主義に対して、どの
ような抵抗の声を形成できるのか。そのことをもっと
議論し、祈り、行動しなければならないと、KCCJ の
皆さんと協働するなかでいつも痛感させられています。
　現在、日本社会におけるヘイトスピーチとヘイトク
ライムは明らかに拡散・悪化している傾向にあります。
もちろん法整備も少しずつなされてはいますが、まだ
まだ追いついていません。それどころか、入管法改悪
など、法的にも悪化する方向にあります。わたしが住
まう関東地方では、クルド系住民の方々に対するヘイ
トが激化しています。日本にずっとあった問題を、そ
の人たちに押し付けるような言説が繰り返されていま
す。日本社会で神の宣教の業を共に担おうとするわた
したちは、このようなヘイトにどのように抵抗するの
かがいよいよ問われています。今日、この場に共に集
い、出会い直し、思いと言葉を分かち合うことができ
た、その喜びを携えながら、ここからヘイトに共に立
ち向かっていく、そういった教会共同体をかたちづくっ
ていきたいと心から願っています。
　最後に一言だけ感謝を述べさせてください。わたし
は今回 4 歳になる同居人と一緒にこの集会に参加しま
した。みなさんの温かな配慮によって、いまのところ
機嫌良く過ごしているようです。この集会のあいだ、
とくにわたしの発題ために、同居人の相手をつとめて
くださっている人がいることに心から感謝いたします。
KCCJ 武庫川教会の鄭詩温さん、UCCJ 事務局の正保さ
やかさん、ほんとうにありがとうございます。おかげ
さまで無事に発題を終えることができました。もし次
回、このような記念すべき集会を開催することになり
ましたら、ぜひおおくのこどもたちやユースが参加す
るような会となれば、どんなにいいだろうと思いまし
た。
　「次世代」に向けて、そして「次世代」と共に、働い
ていきましょう。
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　先ほど有住先生と話しながら、次世代のミニ発題と
いうことですけど、50 のおっさんが次世代のミニ発題
をしていいのかという話をしていたんですけど、彼は
僕より若いので受け入れられたと思いますが、私は在
日大韓基督教会の李明忠と申します。よろしくお願い
します。
　先週金曜日に、日本基督教団神奈川教区横浜地区の
諸教会の兄弟姉妹と、私が遣わされている在日大韓基
は合同礼拝をしたばかりです。毎年共に合同礼拝し、
聖餐を共に受け、とても素晴らしい時間で、いつも楽
しみにして礼拝をささげております。
　今、両教団教会の一番の課題は、教会が弱くなって
いるということではないかと思います。今から、私は
自分のことを棚に置いて、しばらく考えてみたいと思
います。
　そして内容は、皆さんがよく分かっていることを言
いますので、どうぞ怒らないでください。しかしこれ
を何とかして一緒に共有し、わかっている、そしてこ
れがとても大切なんだともう一度確信して、それぞれ
の教会に戻っていきたいなと思います。
　教会が弱くなっているということ、具体的には、教
会員が減少しているということです。また、信仰継承
がとても難しいということであります。つまり、家庭
から 1 人、クリスチャンとして救われて、そして少し
ずつ家族がともに礼拝に出てくるクリスチャンになっ
ていくということがとても難しい時代になっておりま
す。
　そのために教会員は、新しく救われるものが少ない
ために、どんどん減少していき、献金が減っていきま
すから、教会維持が難しいということで、引っ越しを
するということもよく聞く話でありますし、また信徒
が本当に減ってしまって、これ以上教会を運営できな
いということで、廃止する、閉鎖となることもあります。
　教会閉鎖というのも、在日大韓また日本基督教団の
中で起こっていると思います。またそれだけではなく
て、牧師、伝道師、献身者もとても不足しております。
以前、鄭守煥総幹事が在日大韓基督教会の牧師が、こ
の後どれくらい人数が減っていくかという計算をして
くださいました。なんと 5 年以内に 14 人の牧師先生が
隠退します。5 年以内に在日大韓のこの小さな教団の中
で 14 名の牧師が隠退してしまうと。それを聞いて私は
簡単に「そしたら隠退なくしましょう」と言ったらも

のすごく怒られまして。そういう問題じゃないのだと。
しかし、もうそういう問題ではないかと私は思うわけ
ですね。つまり、献身者が少ないから牧師がどんどん
減っていく。ということで教会を兼任していかなきゃ
いけないのではないかとか、いろいろなことを今、先
生方が議論しているわけでございます。
　このように、私たち教会は、日本基督教団の内情は
私は詳しくわかりませんが、在日大韓基督教会また、
牧者として自分自身を見るときに、どんどん弱くなっ
ているなと、どんどん減っていくしかないのだ、力を
失うしかないのだなということしか見えないわけでご
ざいます。
　それを見ないようにして、「荒野のときもあるよ」と
いう説教ができるかもしれません。しかしそれは、間
違いなのですね。なぜなら、命が弱まっているからで
あります、教会のコロナ禍の影響もまだあるかも知れ
ませんけども、大変深刻な状況であることには間違い
ないのであります。
　なぜそんなことが起こっているのかということを少
し考えたいのですが、その前に、私が皆さんにお伝え
したいのは、全ての教会が成長して大きくなるという
ことが、必ずしも神様の御心だとは思わないというこ
とです。
　あんまり言うと怒られますが、韓国の一部の人たち
は教会というのは絶対成長しないといけないんだ、大
きくならなきゃいけないんだという方々もおられます
が、必ずしもそれが神の御心ではないと私は思います。
なぜなら、主の教会には、それぞれ与えられた使命が
あるのです。
　だから成長というのは、一概に多くなるとか、拡大
していくことではないということは皆さんよくご存知
だと思います。一応確認しておきます。ただ、私たち、
主の御心によってこの日本の地に建てられた教会に、
宣教を推し進める使命が与えられているということは、
間違いない事実です。宣教をしなさい、宣教する力を
持ち続けなさい。み言葉を伝えなさい、私たちはもう
よくわかっているわけです。
　なぜ教会が弱くなっているかです。実はいろんな理
由がありまして、全部私たちにはわかりません。しか
し一つだけわかることがあります。これはもう間違い
なくこの理由も入っているということだけを伝えたい
と思います。それは何か、教会というのは、建物では

李明忠 牧師（横浜教会） 
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なく、私たちを成長させ、そして私たち教会に力を与
えるのは、み言葉です。み言葉、これしかないんです
ね。み言葉を与えられたときに、伝えられているとき
に私たちは力を受け、また、献身したりまた伝道した
りとかいう、もう当たり前のこと皆さんもよくご存知
で、当たり前のことで、この真理について説明する必
要はないと思いますけども、しかし教会の生命が弱まっ
ている。
　教会が弱まっているというのは、み言葉が足りてな
いからであります。これはもう間違いない理由です。
他の理由もあります。しかし、私たちがわかっている
のは、教会の中で、み言葉が足りない。もっと言うな
らば、み言葉の真理がちゃんと伝達されてないことが
多くあるんだということです。
　私は時々違う教会で、講壇を任されて説教するとき
がございます。学校でたまに説教をしますけども、説
教をするとですね、座っている人が寝る準備をします。
講壇に立つと学生は、寝るフォーメーションというん
ですかね。なぜなら、説教がわからないからなんです
よ。説教中寝るなと怒ることは簡単ですけどもしかし、
わからない説教を聞けということも大変なことだから、
ぱっと寝るわけですよね。私も関西生まれ神戸育ちで
ございますので、この寝ている人たちを全員起こすこ
とが、私の使命であると思いまして、何とか笑わしな
がら起こして、だから初めは全然わからない話するん
だろうな、と座っている学生たちにわかる話をして、「わ
かるわかる、へえ」、という感じで一生懸命やるわけで
す。大変ですけどね。そしたら学生たち、或るいは寝
ようとしていた信徒たちは目を開けて、私にも分かる
み言葉だと心を開き始め、そして私の言葉でなく、み
言葉が心に到達したときに、笑顔になり、力を受け、
恵みを受けた、わかったとなっていくわけです。なぜ
寝る準備をするのか。それは、ちゃんと伝達されるみ
言葉が、説教が、メッセージが、講演がもういろいろ

なフォーマットがあると思いますけども、それが少な
くなっているのではないかと思うのです。
　さて、そのためにですね、このみ言葉が信徒や聞く
者の心に届かないとどういうことが起こるかという
と、これも簡単なことです。信徒の信仰は弱まってい
きます。み言葉が伝わらないと力がありませんからね。
そして信徒の信仰が弱まってどうなるかというと、人
生は大変ですから、いろいろな戦いや苦しみや試練が
起こると、弱くなって自分の信仰を守ることができず
にどうなるか、教会から離れていくわけです。
　それがまず教会が減っていく一つの理由だと思いま

す。また、求道者や伝道のために連れてこられた者に
は、教会にいくら連れてきてもみ言葉が届きませんか
ら、イエス様を信じて救われるというものも減ってい
くわけです。だから教会がまた減っていく。
　あるいは引っ越しなどの理由で教会を探す方がおら
れます。クリスチャンたち、そして教会を探し、今イ
ンターネットでも説教を見ることができます。どうぞ
皆さんインターネットに載せる説教は、一番の説教を
載せておいてください。その説教を聞きに来るわけで
す。しかし、牧師先生あるいは説教者のみ言葉が、よ
くわからない、難しいな、届かないなとなれば、その
教会を選ぶことがなくなる。当たり前の話、皆さんよ
くご存知の話でございます。
　ということで、私たちの教会はどんどんどんどん弱
まって、信徒も増えることなく、救われるものも増え
ることなく、信仰継承もされることなく、力を失って、
教会維持が難しくなり、教会閉鎖があったりするわけ
です。
　また信仰継承が難しい理由の一つは何か。それは教
会に参加している私たちが、み言葉によって力を得る
ことがないので、家庭の中でクリスチャンとして生き
る力がないのです。断定しているわけじゃなくて、一
部の方はそうなってしまう。だから自分の家で、家庭で、
職場で、クリスチャンとして生きる、イエス様に従っ
て生きるという力がないですから、み言葉をもらって
ないから、受けてないから、もちろん個人的に読んだ
りする方はたくさんおられます。しかし、生きていな
いので、クリスチャンとして堂々と生きることはでき
ない、家族から見ると、私もクリスチャンになろうと
思う人はいないわけですよ。私が子どもの頃に通って
いた教会で一時期、問題があり、父と母は家に帰ると
教会の文句ばかり言っていました。何でそんな嫌なと
ころなのに行くのか聞いたことがあります。子どもた
ちへの信仰継承で言うなら、いつも教会の文句ばかり
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言い、生き生きとしていない家族を見て、誰が教会行
きたいと思うでしょうか。これもみ言葉の力を受けて
いないことによって起こることだと思います。だから、
家族が私も教会いきたいと思うことが減っていく。
　献身者不足、この理由ははっきりしています。神様
はみ言葉を通して私たちを呼ばれます。また、献身者
として神様はみ言葉を通して呼ぶわけです。そのみ言
葉が語られていないと神様の召しを受けて献身するも
のも減っていくのは、当たり前なのです。ただ、これ
だけが方法ではなくて、いろいろな語りかけがござい
ますから、一概には言うことはできません。
　最後、どうしていけばいいのか。簡単なことです。
み言葉を伝えることを第一に優先する教会とならなけ
ればいけません。皆さん愛する先生方、また大切な方々、
これしか方法はありません。新しい方法はないのです。
　何か新しいことによって教会が新しくなるというこ
とはないのです。み言葉によって教会は強められ、み
言葉によって人は救われ、み言葉によって、私たちの
信仰は強められるのです。私たちは、これからどんど
ん弱まっていく教会に、み言葉を伝えることを優先す
る教会と、今日から変えなければ、いくらいい働きや、
運動をしたとしても、どんどん弱まって最後はなくなっ
ていくしかないのです。
　また、み言葉の大切さを教会員が認め、み言葉を求め、
み言葉を聞き、学ぶことに参加し、協力するものとな
る。つまり教会が全体的にみ言葉が大切だと、もう一度、
そのことを確信する。全員が確認して大切にするもの
となりましょう。
　女性会の月例会や男性月例会に集まるときに、説教
をなしにするとすごく喜ばれる。男性会、女性会もも
ちろん礼拝されますが、教会のいろいろな働きをする
ためには、まず、み言葉の力が必要なのだと自覚し、
歩む教会にならなければいけないのです。
　最後、説教者、牧師である自分自身も含めて言いた
いと思います。理解できるみ言葉を語るために、頑張
りましょう。理解できること、そして説教というのは
大変です。なぜなら、自分がみ言葉を読んで感動し、
理解した上でそれを伝えないといけませんから、それ
がないと本当に大変です。理解できるように言葉を伝
えることを追い求めるものとなりましょう。そして、
み言葉の真理を隠すことなく、ぼやかすことなく、伝
える説教者となりたいと思います。最後にこの百人隊
長がイエス様に言ったみ言葉を読んで終わりたいと思
います。
　「すると百人隊長は答えた。主よ、わたしはあなたを

自分の屋根の下にお迎えできるような者ではありませ
ん。ただひと言おっしゃってください。そうすれば、
私の僕はいやされます。」（マタイ 8:8）イエス様どうぞ
私たちにみ言葉をください。そうすれば、この死にゆ
く人々は、生き返ります。そのような思いで、教会が
み言葉によって生かされる時代を迎える両教団となら
んことを、主の御名によって祝福いたします。
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■ 40 年前の協約締結会場
　在日大韓基督教会大阪教会から一番近くの日本基督教
団大阪聖和教会で牧師をしています老田信と申します。
一番近くということもあり、教会員の皆さんとこの場に
参加させていただきました。
　さて、40 年前の協約締結式の会場で、このようにして
記念集会の時を持っていますことを、大変嬉しく思って
います。また、その中でこのような発題の機会を与えら
れたことを大変光栄に思い、神さまに感謝しています。
　何を隠そう、私ごとになりますが、この教会は私たち
夫婦の結婚式を挙げた教会で、今日もここに出席してお
られる奥羽教区議長の小林よう子先生に司式をしていた
だきました。私にとって大阪教会は、その意味でも思い
入れの深い教会です。

■地域にある教会・保育園、そしてその他外郭団体等
　また、大阪教会、お隣の KCC（在日韓国基督教会館）、
大阪聖和教会もそれぞれ社会福祉法人の保育園とともに
歩みを進めてきました。私たちの大阪聖和保育園でも、
大阪教会の教会員さんが一緒に働いてくれていますし、
また今年度からは KCC にありますイカイノ保育園に私
たちの教会の教会員が園長として遣わされています。朝
鮮半島にルーツを持つ子どもたちの命を育む使命を帯び
た保育園、現在では多文化共生の波があり、多くの外国
にルーツを持つ子どもたち、その家族の求めに応える保
育園となっていますが、そのような保育園、現場と、私
たちの教会の会員が一緒に歩めていますことを、嬉しく、
感謝しています。
　このように私たちはお互い、身近な形で、普段から交
わりを与えられている地域に立つ教会です。信徒同士、
働きを通して、日常生活の中でお互い交流を重ねてきた
と言っても過言ではありません。また、組織としても、
生野地域活動協議会という形で、在日大韓、カトリッ
ク、聖公会と一緒に地域社会の課題を担ってきた歴史が
あります。その前身である地域問題懇談会は、生野オモ
ニハッキョという在日一世の女性を対象とした識字教室
を、1977 年に生み出し、現在に至っています。最初は大
阪聖和教会の礼拝堂で、その後は聖和社会館、いくのパー
クと場所を移していますが、本当に広範囲な地域のボラ
ンティアに支えられ、活動しています。
　いくのパークも私たちの教会員が代表を務める NPO
法人多文化フラットと株式会社リタウンの共同運営と

なっている、御幸森小学校跡地を利用した多文化共生の
拠点です。オモニハッキョ、こども食堂、学習支援、飲
食人大学や多民族の料理が並ぶ夜市など、活動は多岐に
わたります。直接キリスト教とは関係していませんが、
運営の皆さんの合言葉が「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、
練達は希望を生む」というロマ書 5 章 3、4 節になって
おり、いくのパークの活動の根拠ともなっていますから、
そういう点でも福音の種まきがなされていると理解して
います。ぜひお帰りの際は見学に行っていただけたらと
思いますが、コリアンタウンの南側、聖和教会との間に
あります。

■聖和社会館
　オモニハッキョが聖和社会館からいくのパークに移る
きっかけとなったのは、社会館の老朽化が原因でした。
トドメとなったのは、2018 年に大阪を直撃した台風 21
号でした。この台風によるダメージで、社会館の使用は
難しい状態となり、取り壊しを決定した次第です。
　聖和社会館は多くの人たちに愛され、必要とされ、そ
の時代時代の課題を取り組む現場となってきました。
1982 年には「キリスト教在日韓国・朝鮮人問題活動セン
ター」が設置され、これも現在は別の場所になっていま
すが、大阪教区との関係を保っています。1983 年からは
生野民俗文化祭の実行委員会の場所となり、20 年間、終
わるまでその役割を果たしてきました。『蒔かれし種よ
り - 聖和 80-』聖和共働福祉会には「在日韓国・朝鮮人の
若者たちが自らのアイデンティティと民族の誇りを取り
戻すための重要な働きだった」と記されています。1985
年からはハヌル子供会、ハヌルは韓国語で「空」を意
味しますが、これも 91 年からは学童保育ハヌルとして
2019 年まで活動しました。地域の学童のあり方の変化と
ともに、現在は役割を終えています。
　その他、70 年代には在日韓国人の本国留学した学生た

老田信 牧師（大阪聖和教会） 
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ちが、軍事政権下で共和国のスパイ容疑をかけられ、投
獄、死刑判決を受けるなどした事件がありましたが、社
会館は KCC と共にその救援活動の現場となりました。
指紋押捺拒否運動もここにいる多くの人が関わってこら
れたと思いますが、86 年当時、教会員も逮捕されるとい
う事態となり、裁判闘争に発展していきました。しかし
これは「1989 年昭和天皇の死による「恩赦」として、不
本意ながら消滅される」（『蒔かれし種より - 聖和 80-』聖
和共働福祉会）こととなりました。

■大阪聖和保育園①
　社会館とともに歩んできた大阪聖和保育園は、キリス
ト教主義保育と民族保育を大切にしてきました。その歩
みは今も続いています。なぜ民族保育を大切にしている
のか、その話をする前にここからは少し個人的なことを
お話したいと思います。

■忘れられないこと
　私は 2014 年から大阪聖和教会の牧師をしています。1
年後の 2015 年に「大阪市解体の是非を問う住民投票」、
いわゆる「都構想」の住民投票が行われました。しかし
これは住民投票とは名ばかりで、外国人住民には投票
権がありませんでした。当時 60 代だったと思いますが、
この大阪教会の会員の方が、私たち日本人に向けて「皆
さん、必ず投票に行ってくださいよ。私たちは行けませ
んから」と言われました。
　2014 年に広島から赴任してきた、たった 1 年しか住ん
でいない私には投票権があります。大阪市をどうするの
か決めることに一票を投じる権利がある。しかしこの街
に住み、この街を大切にしてきた人たちが、どれほどこ
の街に愛着を持とうが、どれほどの年月をここで過ごそ
うが、自分たちの街をどうするのか決める、住民として
の決定権を持たないのです。その悔しさや、虚しさ、憤り、
落胆は私には想像もつかないものですし、ここで私なん
かが語ることではないと思っています。
　私が「権力」を持っている存在であることを本当に実
感した瞬間でした。日本人で男性であり、今も 40 代前半、
大卒、どれほどにこの国において権力者であるのか、マ
ジョリティであるのかということは常に自覚しておかな
ければなりません。
　この住民投票は 2015 年当時、1 回きりの約束でなされ
たはずなのに、2020 年、コロナのまっただ中であったに
も関わらず 2 回目が行われました。同じように、在日外
国人には投票権を与えずに、です。この街は、住民投票
だけでも 2 度もここにいる多くの人たちを疎外したこと

は覚えておかなければなりません。
　ちなみに外国人住民も含めた形で住民投票を行った自
治体は日本にもありますし、それは可能です。にも関わ
らず、大阪市は特にこの地域に在日韓国・朝鮮人の皆さ
んが多く暮らしていることも知っていながら、外したと
いうことです。
　2020 年度の住民投票の際、私たちは有志で、「すっき
やねん大阪市」という住民グループを作り、大阪市解体
のメリット・デメリットについて専門家や政治家から話
を伺う集会をもちましたが、そのときにも KCC には本
当にお世話になりました。
　私たちのグループの中でも在日韓国人の女性が一緒に
活動してくれましたが、投票権のない中、どんな気持ち
で一緒に取り組んでくれたのか……。多文化共生と言い
ますが、真に共生するといういことがまだまだ遠い状態
にあると言わざるを得ません。
　そもそもなぜ、朝鮮半島にルーツを持つ人々が、日本
で生活をしなければならなくなったのか、またこの方々
がなぜ、現在、在日韓国・朝鮮人と呼ばれているのか、
これらの原因はかつての大日本帝国の植民地支配、第二
次世界大戦につながる誤った政策にあったはずです。そ
の反省から日本国憲法は制定され、特に憲法 9 条があり
ます。9 条改定議論が盛んに行われますが、それは反省
を真に理解していない日本人の問題が顕著に現れている
と言って良いでしょう。よく 9 条改定とともに「いつま
で反省すれば良いのか」と不満を口にする人がいますが、
それはもちろん「永久に」です。かつての過ちを繰り返
さないために、9 条はありますし、同時にかつてのよう
な過ちを起こさない人々となったと信用してもらい続け
ることが、「反省」の意味するところです。
　現在、朝鮮半島は二つの国に分かれてしまっています。
その原因は私たち日本にあるわけですし、そのために国
内においても複雑に混じり合う関係があります。朝鮮戦
争を経て、祖国が二つに分かれる中、在日の人々は故郷
から離れたところで選択を迫られました。聖和保育園の
職員にも日本人、在日韓国人、朝鮮戸籍の人がいます。
　また、在日韓国人は本国との関係においても、自分に
ついて問われることを知りました。私は、日韓保育交流
で韓国に行った聖和保育園のある在日の職員が、韓国の
保育園の先生たちに「日本の先生」と呼ばれたことに混
乱を覚えたという話を聞きました。韓国語もそれなりに
話せる在日「韓国人」なのに、韓国では韓国人とは認識
してもらえない、日本にいてももちろん日本人でもない。
しかしいくら自分のことを説明をしても、現地の先生た
ちからは悪気なく「日本の先生」と呼ばれる。日本人で
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も韓国人でもない在日という存在について、改めて考
えさせられるエピソードでした。
　その在日について、2019 年 4 月 23 日付の朝日新聞
の「折々のことば」にこのようなことが記されていま
した。鷲田清一さん（元・大阪大学総長）の執筆した
ものですが、「『ですからわたしは帰りません』金

キムシジョン

時鐘（在
日の詩人）。南／北に分断されたままの祖国。その二つ
が『同居していられるただ一つの場所』が〈在日〉だと、
かつて詩人は語った。『国』に帰るのは現時点では『お
互いが背を向ける関係』へと立ち戻ること。だから理
不尽な苦難にまみれながらも、二つを一つの視野に収
められるここに留まること。そのための空き地を、こ
この社会はどれだけ用意できたか」
　鷲田先生が「空き地」と表現したものを用意するこ
とが、日本人が行うべき「反省」の実践の一つです。
　その点に立ったときに、相変わらずマジョリティだ
けを「住民」と規定した大阪市の住民投票は、植民地
支配的な思考が見え隠れするものだったのではないで
しょうか。最近また 3 度目の「都構想」を口にする政
治家がいますが、同じ方法で行うなら、さらに日本人
の加害性が増すだけです。
　昨今、「多文化共生」という言葉がよく使われるよう
になりました。本当に多くの国の人が日本で生活をし
ているからです。生野区内には 2024 年 3 月 31 日現在、
人口 126,076 人、内外国籍住民は 28,323 人（約 22.5%）、
その内韓国朝鮮籍が 18,610 人、中国籍 3,387 人、ベト
ナム籍 3,376 人、その他、ネパールやフィリピン籍の人
もいます。現在では 78 カ国以上もの人が生野区で生活
しており、日本の中では一番多いと言われています。
　大阪聖和保育園でも 50 〜 60% が在日韓国・朝鮮人、
またはルーツを持つ子どもたちです。その他、中国、
ベトナム、フィリピン、ガーナ、ネパール、エチオピア、
シエラレオネ、フランスなどの国籍、またはルーツを
持つ子どもたちが 15 〜 20% です。

■大阪聖和保育園②
　先ほど、「保育園はキリスト教教育とともに、民族保
育にも力を入れてきた」と言いました。しかしそれは
多文化共生とは違います。民族保育抜きに多文化共生
を語るとなると、それは実は日本の植民地支配の加害
性を隠すことができてしまいます。曖昧にしてしまう。
この地にある日本人が創設し、日本にルーツのある保
育園が、民族保育を中心に据える理由は、「私たちが植
民地支配の中で、奪ってきた」という自覚があるから
であり、その自覚を常に持つためです。土地や財産を

奪い、名前を奪い、誇りを奪い、権利を奪ってきた、
きているからです。加害者である自覚とともに、悔い
改めと赦しを求め、在日の人たちの権利や尊厳の回復
を使命としています。これを私たちキリスト者の言葉
では「和解」というのではないでしょうか。この民族
保育が多文化共生の前になされないと、ニューカマー
の諸外国の人たちもまた、この国においては「奪われ
る存在」になりかねません。実際にウィシュマ・サン
ダマリさんの事件などを見ると、日本人が謝罪と反省
の意味を理解していないことがよく分かります。
　私は日本人、日本の教会の責務として、日本人が真
に謝罪と反省の道を歩むことができるように言葉を紡
ぎ出し、この社会に語りかけることだと思っています。
空き地を用意し、和解してもらえるように、多様なルー
ツを持つ人たちが対等に生きる社会を目指すこと、そ
のように努めることであると理解しています。



28

　はじめまして。京都南部教会の牧師をしております、
新井由貴と申します。私は在日三世で帰化をしており
ますので、私が教役者になったときには、在日大韓の
牧師や長老に呼ばれて言われました。「新井という名
前を使わないでくれ」と。私は朴という韓国名があり
ますので、朴という名前を使って牧会してくれと言わ
れましたけれども、在日三世というところで、もちろ
んアイデンティティは韓国にあるのでしょうけれども、
日本で生まれ育ち、日本で教育を受けて、この先も日
本で暮らすというところで新井という名前をそのまま
使っており、現在、在日大韓の教役者、伝道師、牧者
を合わせると 20 年が経ちました。
　ですので、私もそんなに若い世代の部類には入りま
せんけれども、今日発題してほしいというお願いがあ
りました。今、私のいる京都は、在日大韓京都教会、
京都南部教会とシオン教会という 3 つの教会がありま
す。さきほど配布した文書は深見正道先生が書かれた
文書で、京都教区の 3 つの教会と教団の京都教区で行っ
ている韓日、合同聖餐礼拝についての文書です。礼拝
は世界聖餐日に捧げられていて、この今年で第 43 回で
す。ですので、教団と在日大韓との協約が結ばれる前
から、毎年守られている聖餐礼拝であります。この聖
餐礼拝に、私も京都に来てから参加するようになった
のですが、なにせ在日大韓の教会は 3 つの教会しかな
いのです。けれど京都教会は担任牧師がいなく、そし
てシオン教会の先生はあまり協力的ではないため、毎
回の会議に私が 1 人で参加しています。でも、教団の
先生がとても温かく迎えてくださって、合同聖餐礼拝
の打ち合わせのために 1 年に 3 回ぐらいの会議を持っ
ているのですが、その中で教団の先生たちととても良
い交わりを持っております。
　今日の開会礼拝のように、世界聖餐の礼拝のあり方
は日本語と韓国語両方用いられています。賛美歌も、
日本の賛美歌そして韓国の賛美歌ということで選曲し
ます。そして合同の聖歌隊というのがあり、教団の教会、
そして在日大韓の京都にある教会の聖歌隊を特別に編
成して、その日に賛美が捧げられます。聖餐式も、今
日は時間の関係で、日本語と韓国語と半分で分けられ
ていましたけれども、全部を韓国語と日本語で行いま
す。み言葉も、もちろん韓国語、日本語で読まれてい
ます。世代的には、だいぶ高齢化と言われていますけ
れども、新しい聖職者、教役者も立てられたり、ある

いは、み言葉を読む部分の担当は若い青年たちにお願
いするという形で、今も大事にこの礼拝が守られてい
ます。私は京都に来てから、教団の教会と私たちの在
日大韓がこういう形で、久しく交わっていることを経
験させられており、そんな形で京都においては、教団と、
そして在日大韓との良い交わりを持っております。そ
れから、私が名古屋にいたときには、これは教団では
ないのですけれども、他教派の先生、日本基督教団そ
して日本基督教会いろんな教派の先生方と、そして在
日大韓側と青少年交流ツアー、毎年隔年で韓国に行く
年、そして日本に韓国の教会の青少年を迎える年と行っ
たり来たりという行事をしていました。
　名古屋ではその奉仕に関わらせていただき、そのと
きの教団側の先生がその後京都で、牧会されている先
生が何人かいまして、お互いに主任牧師になってしまっ
たので、いつも顔を合わせると、先生何かやろうと声
をかけ合うんですけれども、なかなか自分たちの教会
が忙しいということもあるのですが、教団といろんな
働きのために具体的に何か、今形にはなっていません
けれども、京都の中で、青少年との繋がりを、特別な
ことじゃなくて、何か一緒に、バーベキューしたりと
か一緒に寝泊りをするという形で良い交わりが持つこ
とができたらというのが私の願いです。
　最後の発題になりますが、今、私の教会で取り組ん
でいることを、少し皆さんに紹介したいと思います。
私は 2022 年 4 月に京都の京都南部教会に赴任して、今
年で 3 年目になります。東九条にある教会です。
　皆さんもご存知のように東九条というのは、歴史的
にもいろんな問題を抱えている、すごく意義ある地域
です。ですので、この地域はカトリック、教団もさま
ざま教派の方たちが、そこで色々な社会運動をしたり、
人権運動、フィールドワークをしている地域です。私
も九条に来てから知った事実がたくさんあります。九
条には在日韓国の方が大勢います。他にも中国系の方
もいます。そして最近増えているのが、ネパールの方
たちです。ネパールから来られている方たちが、地域
にとても多く住んでいるのです。
　2023 年の 3 月ぐらいでしたか。突然私のところに、
明らかに外国の方だなとわかる方が、教会に訪ねてこ
られました。話を聞いていましたら、「先生、自分たち
は今、大阪と神戸と、もういくつか日本全国に自分た
ちでクリスチャンの集まりを持って礼拝をしているの

新井由貴 牧師（京都南部教会）
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だけれども、京都でも自分たちは礼拝を守りたい」と
いう願いを話されました。正直な話、ネパールという
国がよくわからない。そして、どういう背景を持って
いる方たちなのかも全くわからないという状況の中で、
教会が受け入れるということに対して、牧師である私
には戸惑いがありました。私はまず教会の長老に相談
しました。そしたら長老の一人が、「先生、一度受けい
れてみましょう」と、一度受け入れてみて、まずは 1
年という契約期間を設けて受け入れる形をとりましょ
うということが、決まったのです。私はびっくりしま
した。そして 4 月から、彼らは私たちの教会で礼拝を
守るようになりました。
　私はネパールのことを全然知らなかったので、ネッ
トや教派を越えたアンテオケア宣教会という宣教会が
日本にあるのですが、そこに属する先生たちからいろ
んなアドバイスを聞きました。ネパールに長い間宣教
に行かれていた先生が、いろいろなことを教えてくだ
さいました。例えば、ネパールは公休日が土曜日しか
ないそうで、日曜日は平日なのだそうです。ですので、
この土曜日に彼らは主日として礼拝を守っているので
す。そのときも、土曜日に礼拝をしたいというので、
私はちょっとびっくりしました。正直、大丈夫かなと
思ったのですけれども、いろいろ調べたらそういう背
景があるということがわかりました。そうした経緯で
土曜日の夕方に集まって礼拝をしています。
　去年は私たちの教会の伝道集会に、ネパールの人た
ちを招待して、賛美と礼拝をし、一緒に交わりの時間
を持ちました。そして 12 月には、関西にいるネパール
のクリスチャンが私たちの教会に集まってきて、クリ
スマス礼拝をしました。約 200 人が集まってびっくり
しました。京都南部教会が人であふれているという姿
を初めて見ました。200 人近いネパールの方たちの中に、
言葉は通じないのですけれども、私たちの教会の信徒
も参加しました。私は食事の交わりの時間までともに
参加させていただき、とても良い交わりのときをもち

ました。
　ネパールの方々の集まりには信徒リーダーというも
のを立てています。なぜなら牧師が間に合っていない
からです。神戸と大阪と京都のネパールの方々の集ま
りを取りまとめている先生は 1 人しかいないため、聖
餐式や洗礼式は一つの教会に集まって行います。ある
いはその先生が、各教会を回って導いています。普段
の礼拝ははどうしているかと言いますと、この信徒リー
ダーがそれぞれの教会を導いてるのです。私はそのリー
ダーたちが集まったときに、せっかくですから何か一
緒にやりましょうと提案をしました。
　そのときはあまり深く考えずに提案したのですが、
結果、今年の夏に教会学校、サマースクールを私たち
の教会で合同でしました。とても恵まれました。とい
うのも、ネパールの方たちは当然ですけれども、教会
の建物を持っていません。彼らは今、教会を借りて礼
拝をしています。子どもたちは教会学校で集まる場所
がありません。教会がありませんから。Zoom で子ども
たちを集めて、教会学校をしているんですね。ネパー
ルの子どもたちが 5 人ほど、私たちの教会に行きました。
それとですね、彼らは毎週映像、顔を見て礼拝をして
いるんですけれども、肌と肌の交わりがないわけです。
建物の教会がないので。彼らはとにかく顔を合わせる
だけで、顔と顔を合わせるだけでもとっても嬉しいわ
けです。
　そして、私たちの教会に集っている教会学校の子ど
もたち 5 人、そしてネパールから、合わせて 10 人、そ
して先生方も、私たちの教会からの教師と、そしてネ
パールの教会学校を導いている先生で、それぞれを担
当しました。この部分の分級は先生に、賛美は私たち
が準備します、ネパールの教会からもお願いします、
とそれぞれで分担しました。合同の夏季学校は 1 泊 2
日という短い時間でありましたけれども、最後は、子
どもたちは泣きながら別れました。また何かやろうね
と、最後お別れをしました。その後、私たちの京都南
部教会の教会学校に、その中のネパールの子どもが 2
人来ています。この 2 人は、私たちの教会が彼らを受
け入れることによって、教会学校に繋がった子どもた
ちです。
　最近、私たちの教会で音響設備を直したばかりなの
です。本当は元々京都南部教会も賛美バンドがあった
んですけれども、いろいろな事情があって休止してい
て残念だなと思っていました。けれども、今はネパー
ルの方たちの素晴らしい賛美と祈りが響いてます。約 2
時間ほど礼拝をするんです。メッセージは 40 分、50 分
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しているのです。それで若い人も、そして子どもたちも、
2 時間座りっぱなし、立ちっぱなしです。その姿から、
私たちは本当に学びをと気づきを与えられています。
　話したいことはまだあるのですけれども、こんな形
で私たちの教会では、ネパールのクリスチャンの方た
ちを受け入れています。彼らは、普段とても肩身の狭
い思いをしています。しかし、私の教会では自由です。
神の家の教会である京都南部教会は、信徒だけの教会
ではない。あなたたちの教会でもあります。一緒に大
事にしましょう。この礼拝堂を大事にしましょうといっ
て、掃除もしてくれます。ネパールの若い学生は私た
ちの教会にトイレ掃除から何から全部してくれて、本
当に教会を愛してくれています。
　先ほども先生方の発題の中に、多文化共生というこ
とが何度も言われていましたけれども、正直な話、私
は堅いことはよくわかりません。しかし、まず受け入
れてみること、近づいていくこととの中から、何かこ
れからの教会の姿というものが見えてくるのではない
かなという希望を持っています。
　もちろんいろんな決まりがありますよね。教団に属
してたり、教区に属していると、憲法やいろいろな規
則があると思いますけれども、しかし、もう一度教会
の原点というところに立ち返って考え、私もすごい悩
み祈りましたが、そもそも教会というものは何だろう
かというところを、私たちが考えていかなければなら
ない時代に来ているのかなということを、深く思わさ
れています。
　教会が本当に弱くなっています。私たちの教会もそ
うです。私たちの教会は今年 96 周年で、歴代の写真が
貼られています。昨日観光客が礼拝に出席しましたが、
帰るときにその写真をみて何を言われたか。「昔はこん
なにいっぱいいたのに」と。あまりの信徒の少なさに
びっくりしたんだと思います。先ほど、あと 5 年後に
うちの教団の牧師も 14 名でいなくなるという話があり
ました。いろいろな会議に参加して、悲観的ではなく、
その現実を受け止めてどうするのかっていうことを考
えていけば、いいことだけなのですけれども、どうし
ても聞いてる私自身はちょっと悲しい気持ちになりま
す。何かに縛られるとかね、組織というものももちろ
んとっても大切ですけれども、この 40 年という間に、
両教団がとても良い交わりをしてきたという事実の中
にあります。
　そしてこれから 40 年、どうなっているのか。私たち
は今、これまでの 40 年を振り返ってみることにより、
新たな 40 年の教会の歴史というものを切り開いていく

ことができるのではないかなと、強く感じております。
40 年後、私もぜひこの場に参加できていたらいいなと
いう願いを込めて発題を終わらせていただきます。あ
りがとうございます。
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■日本基督教団　48 名

雲然俊美（くもしかりとしみ）		  総会議長／秋田桜教会	
藤盛勇紀（ふじもりゆうき）		  総会副議長／富士見町教会
黒田若雄（くろだわかお）		  総会書記／高知教会
網中彰子（あみなかしょうこ）		  総幹事
佐野通夫（さのみちお）			  市川東教会／発題者
有住　航（ありずみわたる）		  下落合教会／ミニ発題者
老田　信（おいたしん）			  大阪聖和教会／ミニ発題者
伊藤大道（いとうひろみち）		  北海教区宣教部委員長／興部伝道所・稚内教会
小林よう子（こばやしようこ）		  奥羽教区総会議長／八戸小中野教会
柳谷雄介（やなぎやゆうすけ）		  奥羽教区岩手地区／新生釜石教会
髙橋真人（たかはしまこと）		  東北教区総会議長／会津坂下教会
片岡謁也（かたおかえつや）		  東北教区世界宣教協力委員会委員長／若松栄町教会
田中かおる（たなかかおる）		  関東教区総会副議長／安行教会
佐野明子（さのあきこ）			  関東教区世界宣教委員会／在日大韓基督教会担当／塩谷一粒教会
伊藤英志（いとうふさし）		  東京教区総会副議長／三軒茶屋教会
岩田昌路（いわたまさみち）		  西東京教区総会議長／狛江教会
衛藤満彦（えとうみつひこ）		  西東京教区／玉川教会
古谷正仁（ふるやまさよし）		  神奈川教区総会議長／蒔田教会
飯田輝明（いいだてるあき）		  神奈川教区主事／溝ノ口教会
加藤幹夫（かとうみきお）		  中部教区総会議長／阿漕教会
宇田　真（うだまこと）			  東海教区総会議長／予算決算委員会委員長／岩村田教会
今井牧夫（いまいまきお）		  京都教区総会議長／京北教会
大山修司（おおやましゅうじ）		  京都教区／膳所教会
尾島信之（おじまのぶゆき）		  大阪教区総会議長／南大阪教会
長崎由美子（ながさきゆみこ）		  大阪教区日韓宣教協約特別委員会委員長／大阪聖和教会
栗原宏介（くりばらこうすけ）		  兵庫教区総会副議長／岡本教会
森　章一（もりしょういち）		  兵庫教区常置委員／在日大韓宣教協力委員会委員長／神戸栄光教会
加藤俊英（かとうとしひで）		  西中国教区宣教委員会／下関西教会・下関彦島教会
土井桂子（どいけいこ）			  西中国教区常置委員／廿日市教会
山内英子（やまうちひでこ）		  東中国教区社会委員会／湖山教会
土井しのぶ（どいしのぶ）		  東中国教区社会委員会／総社教会
寺島　謙（てらしまけん）		  四国教区総会議長／松山城東教会
鍋谷仁志（なべたにひとし）		  四国教区在日大韓基督教会新居浜グレース教会との宣教協力委員会
									         ／土佐嶺南教会
日下部遣志（くさかべけんじ）		  九州教区総会議長／川内教会
長谷川渉（はせがわわたる）		  九州教区総会書記／津屋崎教会
戸田奈都子（とだなつこ）		  九州教区宣教協力部門委員長／川内教会
宮本義弘（みやもとよしひろ）		  在日韓国朝鮮人連帯特設委員会委員長／沼津教会
白　正煥（ぺくじょんふぁん）		  世界宣教委員会委員／用賀教会
岸　憲秀（きしのりひで）		  宣教委員会委員長／千葉本町教会
東島勇人（ひがしじまはやと）		  東梅田教会
東谷　誠（ひがしたにまこと）		  いずみ教会
榛木恵子（はりきけいこ）		  大阪聖和教会
老田清子（おいたきよこ）		  大阪聖和教会
長瀬光子（ながせみつこ）		  大阪聖和教会
森本宮仁子（もりもとくにこ）		  大阪聖和教会
道家紀一（どうけのりかず）		  教団事務局総務幹事
正保さやか（しょうぼさやか）		  教団事務局職員

参加者名簿
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■在日大韓基督教会　61 名

梁 栄 友 （ヤン・ヨンウ）       		  総会長／武庫川教会
張 慶 泰 （チャン・ギョンテ）    		 副総会長／船橋教会
申 大 永 （シン・デヨン）        		  副総会長／東京希望キリスト教会
李 明 忠 （イ・ミョンチュン）    		 書記／横浜教会／ミニ発題者
朴 成 均 （パク・ソンギュン）    		 副書記／和歌山第一教会
金 秀 生 （キム・スセン）        		  会計／名古屋教会
鄭 守 煥 （チョン・スファン）   		 総幹事／新居浜グレース教会
趙 永 哲 （チョウ・ヨンチョル） 		 宣教委員長／大阪北部教会
金 迅 野 （キム・シンヤ）        		  教育委員長／横須賀教会
申 容 燮 （シン・ヨンソプ）      		 社会委員長／在日韓国基督教会館（KCC）
梁 陽 日 （ヤン・ヤンイル）      		 信徒委員長／大阪教会
中江洋一 （ナカエ・ヨウイチ）    	 憲法委員長／広島教会
吉井秀夫 （ヨシイ・ヒデオ）      		 救済基金委員長／京都教会
金 容 昭 （キム・ヨンソ）        		  関東地方会 会長／西新井教会
柳 町 功 （ヤナギマチ・イサオ）  	 関東地方会 副会長／横浜教会
崔 和 植 （チェ・ファシク）      		 中部地方会 会長／長野教会
李 珍 容 （イ・ジンヨン）        		  中部地方会 副会長／豊田めぐみ伝道所
朴 栄 子 （パク・ヨンジャ）      		 関西地方会 会長／豊中第一復興教会
森 克 之 （モリ・カツユキ）      		 関西地方会 副会長／大阪教会
韓 承 哲 （ハン・スンチョル）    		 西部地方会 会長／神戸東部教会
韓 世 一 （ハン・セイル）        		  西部地方会 副会長／神戸教会
辛 治 善 （シン・チソン）        		  西南地方会 会長／福岡中央教会
朴 在 徳 （パク・チェドク）      		 西南地方会 副会長／沖縄教会
崔美恵子 （チェ・ミエコ）        		 全国教会女性連合会 副会長／武庫川教会
高 慶 美 （コ・ギョンミ）        		  全国教会女性連合会 書記／大阪教会
石橋真理恵（イシバシ・マリエ）   	 全国教会女性連合会 総務／堺教会
尹 善 博 （ユン・ソンバク）      		 西南韓国基督会館（西南 KCC）理事長／博多教会
李 聖 雨 （イ・ソンウ）          		  元 総会長／明石教会
鄭 然 元 （チョン・ヨンウォン）  	 元 総会長／大阪教会
金 武 士 （キム・ムサ）          		  元 総会長／大阪西成教会
金 必 順 （キム・ピルスン）      		 元 副総会長／大阪教会（奏楽）
李 清 一 （イ・チョンイル）      		 在日韓国基督教会館（KCC）名誉館長／発題者
呉 寿 恵 （オ・スへ）            		  大阪築港教会／元 KCCJ 教育主事
新井由貴 （アライ・ユキ）        		 京都南部教会／ミニ発題者
金 明 均 （キム・ミョンギュン）  	 名古屋教会
全 聖 三 （チョン・ソンサム）    		 布施教会
咸 美 羅 （ハム・ミラ）          		  布施教会
裵 貞 愛 （ベ・チョンエ）        		  枚岡教会
宋 南 鉉 （ソン・ナムヒョン）    		 大阪第一教会
鄭 詩 温 （チョン・シオン）      		 武庫川教会
韓 宣 榮 （ハン・ソンヨン）      		 大阪教会
鄭 東 鎬 （チョン・ドンホ）      		 大阪教会
金 恵 心 （キム・ヘシム）        		  大阪教会
姜 志 鮮 （カン・チソン）        		  大阪教会
川内菊男 （カワウチ・キクオ）    	 大阪教会
金 玉 京 （キム・オッキョン）    		 大阪教会
林 芳 子 （イム・バンジャ）      		 大阪教会
金 玉 美 （キム・オクミ）        		  大阪教会
金 柄 鎬 （キム・ビョンホ）      		 事務局幹事

〈関西地方聖歌隊連合会〉
尹聖澤（大阪北部）、金明美（布施）、金恵淑（大阪）、崔英淑（大阪北部）、金必順（大阪）、宋承美（大阪）、
金寿美（大阪）、李恩順（布施）、裵貞愛（枚岡）、李相萬（枚岡）、森克之（大阪）、上島幸彦（大阪）、春
口富郎（平野）、 李憲一（大阪北部）、浅木登（枚岡）
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日本基督教団と在日大韓基督教会との協約
Ⅰ 序

　日本基督教団と在日大韓基督教会は、1984 年２月８日をもってそれぞれの教会の歴史とその独自性にたって、より
深い教会的交わりと宣教協力関係を樹立する。
　日本基督教団は、神のみまえに、在日韓国人キリスト者たちとその同胞に対する戦前、戦後にわたる罪責を告白し、
今日の在日大韓基督教会との協約締結を感謝する。教団は、第２次世界大戦下にみずから戦争に協力するのみならず、
在日朝鮮基督教会を、主体性を奪ったまま日本基督教会の一部分として教団に組み入れ、日本帝国主義の戦争への協力
を強制した。戦後、在日韓国キリスト者たちが教団から脱退して、在日朝鮮基督教連合会（のちの在日大韓基督教会総会）
を形成していったとき、教団はこれを真摯に受け止めることをせず、また 1967 年の「戦争責任告白」にもとづいて韓
国３教会と協約を締結するときも、仲介の労をとられた在日大韓基督教会に対しては、謝罪の上に立った協約を結ぶこ
ともなく今日に至っている。われわれ教団は、日本が戦前戦後を通じてアジア諸国の人々を抑圧していることを認識し、
国の内外を問わず、この抑圧下にある人々とその教会への責任を覚え、在日韓国・朝鮮人問題を受け止めてそれに取り
組み、在日大韓基督教会との言葉とわざによる宣教協力をその課題とすることを決意する。
　在日大韓基督教会は、苦難と迫害の 70 年の歴史を歩んできた。本国の教会は、殉教の死をもって日帝の暴政に抵抗
した。在日大韓基督教会でもさまざまな抵抗がなされたにもかかわらず、徹底性を欠いた。さらに 1941 年日本基督教
団発足にさいして、一方的に強制編入させられた事実について、解放後真剣な悔改がなされていない。1945 年以降、
在日大韓基督教会は、独自の宣教のあゆみをはじめるために日本基督教団を脱退し、今日に至っている。さまざまな弱
さを負いつつも、在日大韓基督教会は日帝時代と変らぬ差別と抑圧をうける同胞に対して、キリストの福音の宣教を通
じて救いを得させ民族主体性の確立に努めてきた。解放後、日本基督教団とは、これまでエキュメニカルな場で、福音
宣教の業に共にたずさわってきたこともあったが、宣教協約締結の必要性を認識するに至らなかった。しかしこの度両
教会が宣教協約を締結することは、両者の和解の実を結ぶはじめであり、日本における福音宣教に新しい次元をつくり
だすものと信じる。
両教会は旧・新約聖書にもとづいて主イエス・キリストを共に告白し、相互の信仰告白（信条）と教憲教規（憲法）を
尊重するところにその教会的交わりの基礎をおき、更に密接な相互関係を進めることに合意した。
以上の合意にもとづいて両教会の関係が教区（地方会）、各個教会相互の間において進められることを願いつつ、以下
の協約を結ぶものとする。

Ⅱ 協約
　１．日本基督教団と在日大韓基督教会はそれぞれの職制と聖礼典を相互に認める。
　２．日本基督教団と在日大韓基督教会は可能な限り各方面での宣教協力を約する。
　３．日本基督教団と在日大韓基督教会は特に在日韓国・朝鮮人の人権問題へのとりくみについての協力を約する。

Ⅲ 実施要綱
　１．以上の協約を推進するために協力委員会を設置し、少なくとも年１回の会合を開くこととする。この委員会の招

集者は両教会の総会議長（総会長）とする。
　２．交流の窓口は、日本基督教団総幹事と在日大韓基督教会総幹事とする。
　３．教区（地方会）、各個教会レベルでの交わりと宣教協力の推進の為に、両教会の合意の下に「指針」を作成する。
　４．この協約はそれぞれの教会の総会の決議を経て発効する。

Ⅳ 運用規定
　１．両教団の一方に属する教師が、他方にその教師籍を移転しようとする場合の資格審査は、それぞれの教憲教規ま

たは憲法に関する試問にとどめる。（日本基督教団教規 131 条、在日大韓基督教会総会憲法第 19 条）
　２．ただし、教師籍移転志望者は、それぞれの所属する教団の承認を得るものとする。

〈第 51 回（2018 年６月４日）日本基督教団と在日大韓基督教会との宣教協力委員会で改訂〉
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宣教協力にあたっての指針
在日大韓基督教会

日本基督教団
前 文
　日本基督教団と在日大韓基督教会は 1984 年に協約を締結した。協約を実質化するために、両教会の宣教協力委員会

は協議を重ね、1988 年、「在日大韓基督教会と日本基督教団の宣教協力にあたっての指針」を作成し、協力を強めてきた。

　両教会は宣教協力と在日韓国・朝鮮人の人権問題への取り組みを軸にして歩んできた。

　各個教会、教区、地方会は合同礼拝、合同研修会、人権問題など様々な取り組みを共同で行い、協約を実質化した。

　在日大韓基督教会の開拓伝道にあたっては、日本基督教団の教会の協力（会堂の使用など）が在日大韓基督教会の大

きな力となってきた。

　また外国人登録法の改正運動の取り組みは一定の成果をおさめ、それがエキュメニカル運動に大きな役割を果たした

といえよう。

　その中で、在日大韓基督教会の宣教のために行った「宣教協力献金」は、両教会にとって感謝であった。

移住労働者や短期滞在者の問題、宣教課題の多様化などを考えると、両教会は与えられている使命を共同で果たすため

に、対等な関係を保ちつつ、更に協力関係を深める必要がある。

　それを踏まえて「指針」を改訂する。新たに「指針」に「日本基督教団と在日大韓基督教会の協力」を加え、また、「宣

教協力委員会」の下に「宣教協力実務会」を設置し、協力の具体化をめざすこととする。

日本基督教団 在日大韓基督教会

Ｉ．日本基督教団と在日大韓基督教会の協力
１．日本基督教団総会に在日大韓基督教会の代表を招く。
２．『教団新報』、『教区報』などを通して在日大韓基督

教会の情報を日本基督教団の教会で共有する。また、
『教団新報』を在日大韓基督教会に送る。

３．具体的な宣教課題を共有するために、宣教、伝道、
教育、社会などの委員会レベルで協議会を開催するな
ど交流を深める。

４．両教会は日本のみならず、アジアや世界で使命を果
たすために、共同して世界宣教の在り方や課題を検討
し、責任を果たす。

５．在日韓国・朝鮮人の人権問題、移住労働者や短期滞
在を含む外国人の人権問題に共に取り組む。

６．宣教方策会議などに招き、交流をする。
７．両教会の活動交流の報告の記録を互いに分かち合う。
８．在日大韓基督教会立「東京総会神学校」の発展と充

実に協力する。
９．韓国及びアジアから労働や国際結婚などで日本に来

て生活している移住者女性及びその家族への福音宣教
に在日大韓基督教会と共に取り組む。

Ⅱ．教区、地区（支区）と地方会の協力
１．教区総会、地区（支区）総会に地方会の代表を招待

する。
２．宣教協力のための委員会を設置して宣教協力と交流

を推進する。

Ⅰ．在日大韓基督教会と日本基督教団の協力
１．在日大韓基督教会総会に日本基督教団の代表を招く。
２．日本基督教団の情報を教会に知らせる。また、『福

音新聞』を日本基督教団の各教区に送り、在日大韓基
督教会の情報を知らせる。

３．具体的な宣教課題を共有するために、宣教委員会、
社会委員会、信徒委員会などでの交流を計る。

４．両教会は日本のみならず、アジアや世界で使命を果
たすために、共同して世界宣教の在り方や課題を検討
し、責任を果たす。

５．移住労働者や短期滞在者として、アジアなどから各
地に来ている人々の宣教と人権問題に共に取り組む。

６．教役者修養会、長老研修会などに招き、交流する。
７．両教会の活動交流の報告の記録を互いに分かち合う。
８．在日大韓基督教会立「東京総会神学校」の教役者育

成のための協力を求める。
９．韓国及びアジアから労働や国際結婚などで日本に来

て生活している移住者及びその家族への福音宣教に日
本基督教団と共に取り組む。

Ⅱ．地方会と教区、地区（支区）の協力
１．地方会総会に教区、地区の代表を招き交流を深める。
２．宣教協力のための委員会を設置して宣教協力と交流

を推進する。
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３．教区、地区（支区）は在日大韓基督教会が進めて
いる宣教の拠点づくりの調査、交渉に協力する。また、
教団教会堂の使用の要請があった場合には積極的に
協力する。

４．信徒会、女性の集会、牧師会、研修会などに在日
大韓基督教会の人々を招く。特に子ども、青年の交
流を進める。

５．在日大韓基督教会との合同礼拝（聖餐式）、交流会、
連合クリスマス集会など）を開催する。

６．在日韓国・朝鮮人の人権問題に在日大韓基督教会
と共同して取り組む。

７．教区、地区（支区）で学習会（日韓交流史、在日韓国・
朝鮮人および在日大韓基督教会の歴史と現実、課題
など）を開く。

Ⅲ．各教会の協力
ｌ．相互に主体性を明確にし、違いを尊重し、そのこ

とによって、互いの教会の宣教の内容が豊かになる
ことをめざす。

２．在日大韓基督教会の教会と積極的に協力関係をつ
くり交流する。各教会の週報などを通して在日大韓
基督教会の教会の情報を知らせる。

３．講壇交換、合同礼拝、伝道集会、修養会、女性の集会、
子ども夏期学校などを積極的に計画する。

４．教会の諸集会のプログラムに在日韓国・朝鮮人や
在日大韓基督教会の歴史、現状、および韓国の讃美
歌などを取り入れる。

５．在日大韓基督教会が取り組む在日韓国・朝鮮人の
人権回復の運動を共に担う。

３．在日大韓基督教会の自立した教会形成のため、日
本基督教団の教会の協力を求める（会堂の一時借用
など）。

４．青年会、女性会、信徒会、牧師会などの研修会な
どに代表を招き交流を深める。また教会学校の交流
を深める。

５．日本基督教団の教会との合同礼拝（聖餐式）、交流会、
連合クリスマス集会、共同の教師研修会などを開催
する。

６．在日韓国・朝鮮人の差別撤廃と人権確立にむけ共
に取り組む。定住外国人の基本的人権に関する制度
の確立に向けた学習会や運動を展開する。

７．地方会、教会レベルでの学習会を開く（日本基督
教団の歴史と現状、制度など）

Ⅲ．各教会の協力
１．相互に主体性を持って宣教（協力）の業に励み、

相互の伝統、習慣、考え方を理解し尊重しつつ、率
直な意見交換を行う。

２．各個教会の週報などを通して、日本基督教団の教
会の情報を知らせる。

３．日本基督教団の教会との交わりを行い、講壇交換、
合同礼拝、伝道集会、修養会、女性・青年集会、子
ども夏期学校などを積極的に計画する。

４．日本基督教団の教会の教会学校のプログラムの中
に、在日大韓基督教会の歴史・現状、在日韓国・朝
鮮人の歴史・現状、及び韓国の讃美歌・音楽などを
取り入れるように働きかける。

５．日本基督教団の教会や市民グループと協力し、相
互の文化交流を持ち、地域社会での共生を求め

て地域奉仕に積極的に参与する。

記念集会 YouTube アーカイブ
https://www.youtube.com/live/UHMDhvZj5ME


